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議事日程（第１４号） 

日程第 １  公共施設マネジメント調査特別委員会の中間報告について 

日程第 ２  議案第２１号 令和 5年度あさぎり町一般会計補正予算（第 5号）について 

日程第 ３  認定第 １号 令和 4年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４  認定第 ２号 令和 4 年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ５  認定第 ３号 令和 4 年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ６  認定第 ４号 令和 4 年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７  議案第２５号 令和 4 年度あさぎり町水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定

について 

日程第 ８  議案第２６号 令和 4 年度あさぎり町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

日程第 ９  認定第 ５号 令和 4 年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１０  認定第 ６号 令和 4 年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１  報告第１７号 令和 4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

日程第１２  報告第１８号 令和 4年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告について 

日程第１３  報告第１９号 令和 4年度株式会社あさぎり商社の経営状況の報告について 

日程第１４  報告第２０号 権利の放棄について 

日程第１５  発議第 １号 あさぎり町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に

関する条例の制定について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  公共施設マネジメント調査特別委員会の中間報告について 

日程第 ２  議案第２１号 令和 5年度あさぎり町一般会計補正予算（第 5号）について 

日程第 ３  認定第 １号 令和 4年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４  認定第 ２号 令和 4 年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ５  認定第 ３号 令和 4 年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ６  認定第 ４号 令和 4 年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７  議案第２５号 令和 4 年度あさぎり町水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定

について 

日程第 ８  議案第２６号 令和 4 年度あさぎり町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

日程第 ９  認定第 ５号 令和 4 年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１０  認定第 ６号 令和 4 年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１  報告第１７号 令和 4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

日程第１２  報告第１８号 令和 4年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告について 

日程第１３  報告第１９号 令和 4年度株式会社あさぎり商社の経営状況の報告について 

日程第１４  報告第２０号 権利の放棄について 
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日程第１５  発議第 １号 あさぎり町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に

関する条例の制定について 

 

 

午前１０時０１分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎議長（森岡 勉君）  ただいまの出席議員は１３人です。定足数に達していますのでこれから本

日の会議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。ここで追加答弁の申出があ

っておりますので農林振興課長に許可いたします。万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。９月６日の小見田議員の一般質問におきます再造林率

についてということで御質問ございました。お答えをしたいと思います。再造林率につきまして

は、現在、県において把握を進めている段階でありまして、正確な再造林率を示せる状況にはな

いということであります。したがって、町の再造林率につきましても現時点では算定出来ないと

いうことです。その理由としいたしまして、令和２年度以前ですが、伐採後の造林の報告義務が

なかったためということです。それから再造林率を算定する元となる情報ですが、伐採届の情報

となりますが、伐採から造林の期間が人工造林で２年、それから天然更新で５年以内となってお

り確認出来ないものはその後２年以内に造林しなければならないことから、最長を７年と長く、

伐採地が当年度中に植林、造林されることがほぼないため、現時点においては、再造林率を示す

のは困難であるという、県の回答によるものです。以上、答弁を追加答弁を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第１、公共施設マネジメント調査特別委員会の中間報告についてを議

題とします。委員長の報告をお願いいたします。小見田委員長。 

◎公共施設マネジメント調査特別委員長（小見田 和行君）  皆さんおはようございます。公共施

設マネジメント特別調査委員会の中間報告をさせていただきます。令和５年９月１５日、あさぎ

り町議会 議長 森岡勉様。公共施設マネジメント調査特別委員会 委員長 小見田和行。委員会中

間報告書。本特別委員会に付託された事件調査事件について、調査の結果を別紙のとおり会議規

則第４３条第２項の規定により報告いたします。では、ただいまより中間報告のを読ませていた

だきます。あさぎり町における光ブロードバンド設備、以下、光基盤というは、平成２１年度の

敷設以降、公設民営の形態により運用を行っている状況であるが、国が成長戦略の重要な柱とし

て掲げているデジタル田園都市国家構想の実現に寄与すべく、今後の在り方について見直しを行

っており、１、既存設備の民設民営移行、２、新規事業者による新たな光基盤整備の実現に向け

関係者間で協議を実施してきた。特に上記２については、既存の事業者によるサービスにおいて、

ＩＰＶ６等の新技術への対応がなされていないことが町内法人ユーザーにおけるデジタル化への

障壁となっている事例が見受けられるなどの状況にあり、町として積極的な対応が求められてい

る。また、町内における農業、商工業、医療、福祉などの業界の代表者を委員とするあさぎり町

地域デジタル推進協議会から、町長に対し、新規事業者の参入によるサービス利用の意見書が令

和４年１２月に提出されている。１、これらを踏まえ推進される光基盤整備事業について、本委

員会としても調査事件として、以下の調査の経過のとおり調査を行った。では調査の経過を、議

題、審議、内容の順に報告いたします。令和４年９月８日、第２６回 議題 旧上庁舎内地デジＩ
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Ｐ告知放送機器移転光基盤整備関連について。令和４年９月１４日、第２７回 光基盤整備関連事

業について。内容としまして、大手通信事業者の参入がなければイクスライドのみの可能性はあ

るが、大手通信事業者にも今後の情報基盤強化のため、参入を望む意見もありました。令和４年

１１月２８日、第２９回 光基盤整備について。内容としまして、事業者３者による参考見積りに

基づく補助上限案の提示、単年度で実施する人的、物的リソースを集約する必要があるため事業

費が割高になる。またＩＲＵ契約についても議論がなされております。令和４年１２月１６日、

第３０回 光基盤新規整備内容等について。ＮＴＴ西日本熊本支店、ここはウェブで参加。関西ブ

ロードバンド株式会社、企画政策課を交え、参考人の意見聴取を行っております。続きまして令

和４年１２月１９日、第３１回 光基盤新規整備内容等について。この日もまた株式会社ＱＴネッ

ト、これもウェブ参加。イクストライド株式会社、企画政策課を交え、参考人の意見聴取を行い

ました。令和５年１月１９日、第３２回 光基盤整備について。内容としましてサーバー移転につ

いて、工期を９月３０日まで。また既存設備の無償譲渡に係る覚書の期日延長について。ＩＲＵ

契約について。続きまして令和５年３月１０日、第３３回 光基盤整備について。内容としまして

募集要項と仕様書について。総務省への要望活動についての質疑応答がありました。令和５年３

月１４日、第３４回 この日は、委員長が交代するための委員長の辞任、選任についてでございま

す。令和５年６月１４日、第３５回 光基盤整備に係る公募の概要について。この日は内容としま

して、公募型プロポーザルの実施方針について説明を受けております。令和５年７月３日、第３

６回 光基盤整備に係る公募の概要について企画政策課より説明を受け、内容としまして、プロポ

ーザルの概要について、事業費圧縮の提案も仕様書に盛り込めないか等の意見が出されており、

また前回見積りから半年経過している、物価高騰の中、再度の見積りも取得は必要ではないかと

いう意見が出ております。また財源についての質問も行われております。令和５年８月７日、第

３７回 光基盤整備について。内容としまして、参考見積りの再取得結果に基づいた新たな補助上

限額が提示され、また予算計上、契約時期の予定についても説明を受けました。財源につきまし

ては、過疎債。特別分、通常分についての説明を受けております。令和５年８月１８日、第３８

回 光基盤整備について。内容として、プロポーザル実施方針について、委員からの追加要望に対

する返答が行われております。最後に令和５年８月２８日、第３９回 光基盤整備について。光基

盤整備に係る第５号補正予算の概要説明を受け、歳出、今年度分の歳出としまして光ブロードバ

ンド整備補助金９,０００万円。債務負担行為補正としまして、９億円の予算の説明を受けました。

３、調査中における意見。今回の第６回会議一般会計補正予算第５号において、光ブロードバン

ド整備事業費として補助金９,０００万円。令和６年から令和７年度までの債務負担行為補正９億

円が計上されました。これまでの調査過程において多くの意見が出されましたが、多額の投資を

行う事業であるため下記の点を留意重視願いたいと思います。記。１、令和４年１２月時点で、

既存の事業者イクストライド株式会社の加入者は約１,６００戸。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第２、議案第２１号令和５年度あさぎり町一般会計補正予算第５号に

ついてを議題とします。執行部より補足説明ありませんか。ありませんね。補足説明がありませ

んのでこれから質疑を行いたいと思いますが、質疑は、光基盤整備に関するものとします。質疑

ございませんか。１番、小谷議員。 
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○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。先の委員会ごとの審査、審査の時に、お尋ねしましたが、

債務負担行為、光基盤整備事業に関してございますが、その時点で今後の財源、財政負担につい

てのシミュレーションを何か検討されてますかということをお尋ねしたいと思います。それに関

しましてちょっとお願いしておりましたので、資料を出して、準備していただいておりますので、

これに絡みましてちょっとお尋ねをしたいと思います。出して貰っていいですかね。はい。今、

出していただいた資料につきまして、これは右上に入ってます通りあの当初予算の時に財政課の

ほうからお示しをいただいた資料でございます。これはですから３月の１７日現在だと思います

が、ここでちょっと確認をしたいのはですね、この表の１番上の枠、町債の借入れ額見込みです

ね。１枠目の最上段が個別計画策定時点、それから５年度当初予算編成時比較、これはもう全部

財政課の方で試算をいただいた数字でございまして、この数字の比較が、それぞれ毎年度１億ぐ

らい増えておる。前提条件はですね次のページ２ページ目に前提条件を示してあるんですが、こ

こで確認したいのは、この時点でこの光ファイバーのについての今回債務負担で９億円、財源は

一応過疎債ということですが、この分をどの程度見込ん、この３月の当初予算時点でどの程度見

込んでおられるかが１点ともう１点は、ここに差額が出ておりますのである程度加算されてると

思いますが、個別施設計画時のそれぞれの施設毎の事業費を見積りされていますが、そのあと例

えば１例いろんな解体事業もですね、その計画時から事業費は、倍増とは言いませんが５０％、

６０％程度増えてきております。そういった部分がですね、この３月の時点で、どの程度見込ま

れているかですね。まずその分をちょっとお尋ねをしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい、まず光基盤整備事業がこの資料の中でどの程度含まれて

いたのかという質問でございますけれども、こちらの２ページの地方債基金残高の推定条件とい

うところで、１の（２）に、その他の普通建設事業費分は、過去の実績をもとに一定水準を見込

み計上ということで、具体的には、この時点では光基盤を７億円で見込んで計上をしております。

あとは、２点目の個別施設計画がどの程度高くなっているのかというところについては、ちょっ

と確認させてもらっていいですか。 

◎議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時１８分 

 

◎議長（森岡 勉君） 会議を再開します。小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  あのですねここでこの話を持ち出したのはさっき１番最初申し上

げました、先ほど質問にシミュレーションというのは特段していないというお話だったもんです

から、この段階である程度のですね数字はやっぱ財政として当然されてるんです、その答えが先

ほど７億をされてるということで、それがされているということで一応確認をしたかったことが

１点ともう一つこの表でいろいろありますけど、要するに個別施設計画との比較をこれされてお

りますね。それからあと、この２ページ目にですね、経営戦略の投資財政計画をもとに一定水準
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見込みを計上しているとか、いろいろあります前提条件ですね。ですから、当初予算編成時には

当然財政課としてこういった計画じゃなくて見込みをつくっておられる。それはそれで一つの貴

重な数字ですので、で申し上げたいのは、１番、１枠目の比較だけ見ましてもですよ、私はこの

表からまた若干動いてると思うんですけどさっき言いました解体事業費なんかも個別計画と比較

しますと実線の予算額はかなり増えてますので、そこで加味されてる部分はあるにしてもですよ、

その付近がですから、こういった形で計画をされてもそれやっぱどうしても今の状況は事業費が

増えてきてるんですよね。結果的に５年度負担こんな形になっている。私は、ざっとした見方し

ますと、この表よりも、もっと今から厳しくなってくるという、思うんですから、今回の光ファ

イバーもですね、住民要望、大変強い町として大きな案件でしたので、これに取り組んでいくこ

とは当然のことながら先ほど中間報告もございましたが、費用のほうはですねやっぱ当然いろん

な努力をいただくとして、他の事業にも影響しますし、恐らくこれにはですね、水道事業は確か

入ってなかったと思うんですよ。３月定例のとき確認したんですが。ですから水道事業とも今か

ら増えて、投資をしていきますということで、今後の財政計画は、こういったその都度やってい

ただいておりますが、出来ましたらですね、当然やられると思いますが、今総合計画策定されて

おりますので、当然そこで財政計画もまた見直しを今されているんだろうというふうに想像しま

すが、私はこういった表がある中で数字はもっと厳しくなる。その一方でですね、ちょっと話が

膨らみますが、最近長期金利上がってきております。長期金利上がるということはイコール国の

国債の償還負担が増えるということイコールちょっと話大きくなりますが、国の財政が厳しくな

る中で、地方財政計画も厳しくなるイコール交付税は、交付税含めて、いろんな面がですね、今

から厳しくなる。今ゼロ金利で今の国の公債費ですよね。イコールこれが長期金利が１％上がっ

たら国は１０兆円負担増えるんですよね。２％だったら２０兆円で、今の国の地方財政計画恐ら

く３０数億だと思う。３０、３０数兆円だと思いますけど。ということはそこで、ほんのちょっ

とと申しますか、１、２、１兆円２兆円削られてもですよ、交付税もその分ぼんと影響を受ける

わけですね。ですから、ちょっとこれはまだ先の話なんですけども、ということで以前ですね、

過去の話ですけど、国の財政は心配ありませんというふうに、今この中で議論をしたときにお答

えをいただいたこともあるんですが、私は国の財政厳しくなると思います。イコール町の財政も

厳しくなるという前提であったときに、この数字だけ見ても今の交付税の見込みが厳しくならな

いにしてもこういう数字があるということはですね、踏まえて、是非今度の財政計画、総合計画

の中ですよ、財政計画をしっかりした、しっかりとした表現ちょっとあれですけど、的確なです

ね、あれをしていただくという前提で、光ファイバー等もですね、しっかり当然やっていただく

のは当然ですので、当然というかお願いしたい部分ですので、そういった前提でやっていただき

たいということでこの表を改めて確認の意味でですね、ちょっと財政課に面倒かけましたが、お

願いをしたいということを考えております。ということでそういう視点で、財政課として今の段

階でですねちょっと、もしお答えがあればお願いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  小谷議員御指摘のとおり水道施設の再編事業につきましては、

今年の令和５年４月３日の全協で説明をしておりますがその分の再編事業分は、１９億６,０００
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万ほどが、地方債の見通し、こちらの表に含んでいないという状況でございます。当然光基盤の

増えた分ですとか水道事業の再編、その他、資材高騰等もろもろの状況を含めてですね、令和６

年度の当初予算の編成に向けて、こちらの表の時点修正は必要だと思いますし、総合計画もそう

いったものを踏まえてですね、財政健全な財政運営に努めてまいりたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。当然大型プロジェクト的な事業を取り組む場合には、長期的な財

政計画を見直す必要があると思うんですけれども、現在やはりコロナ対策であったり物価高騰対

策ということで、非常に予算規模が増えていると。標準財政規模が比較になるか分かりませんけ

れども、標準財政規模が約７０億弱に対して、今予算規模が倍に近いような規模になっていると

いうことで、今後、やはり合併特例債も当然期限切れとなります。そういったところで財政のも

う１回見直しというのは、当然必要になってくるかと思っておりますので、そういう対応で取り

組んでいきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。ないですね。質疑なしと認めます。これで質疑

を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。ないですね。討論なしと認めます。

これから議案第２１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。起立多数です。したがって議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第３、認定第１号、令和４年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。執行部より補足の説明はございませんか。荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。ではですね９月１１日に行われました一般会計歳入歳出

決算の説明の折ですね、建設経済常任委員会所管分につきましてですけども、まず１点目ですけ

ども小見田議員よりドローンの利用実績についての質問をいただいております。実績につきまし

ては、現在、町のほうで５台のドローンを所有しております。２機がですね総務課、１機が企画

政策課、１機が農林振興課、一機が建設課ということで配備をしているところでございます。総

務課さんにおきましては、行方不明者の捜索ということで１台１回使用されております。それか

らですね、企画政策課分につきましては、商工観光課、企画政策課ということで資料の作成とか

ですね、広報紙の素材撮影ということで５回使用をしております。それから農林振興課さんの分

につきましては、災害のですね、復旧状況の写真、またですねあさぎり町の植樹祭、こちらのほ

うで使用されておりまして、１４回使用をされております。それから最後に建設課さんですけど

もこちらのほうは道路改良等、そちらのほうで使用をされたりですね、あと災害関連で使用をさ

れているところでございます。回数につきましては、２３回使用をされているところでございま

す。２点目ですけども、溝口議員よりふるさと納税、こちらの納税額に対する経費の割合につい

ての質問をいただいております。令和４年度に報告いたしました数字になりますが、経費が４２.

９％ということになっております。内容につきましては、返礼品の調達にかかる費用、また送付

に係る費用、後ですね広報にかかる費用、また事務にかかる費用ということで、そちらのほうを

計上させていただいて、パーセントとしましては、先ほど申しました４２.９％ということになっ

ておるところでございます。以上になります。 

◎議長（森岡 勉君）  高田税務課長。 
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●税務課長（高田 真之君）  それでは１２日の決算認定時に豊永議員より質問がありましたたば

こ税についてお答えいたします。たばこ税の税率改正ですが、平成３０年１０月１日から激変緩

和の観点から経過措置が講じられ３段階に分けて税率改正されております。市町村たばこ税千本

当たり平成３０年１０月１日から５,６９２円。令和２年１０月１日から６,１２２円。令和３年

１０月１日から６,５２２円になっています。たばこ税の課税数量ですが、令和４年度は約１,４

５３万１,０００本に対しまして、令和３年度は約１,４４２万９,０００本で、約１０万２,００

０本の増。令和２年度は約１,４３１万９,０００本で、約２１万２,０００本の増になっています。

以上のように税収が増えている要因で、また加熱式たばこが増えているのも要因の一つではない

かと考えております。以上になります。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに補足はございませんね。補足説明が終わりましたので、これから総

括の質疑を行います。質疑ありませんか。５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  はい、５番橋本です。ページ４１目１２防犯対策費、節１２委託費

の中の備考欄にですね、空き家実態調査委託料２８３万９,１００円、空き家対策基本計画策定委

託料１８８万８,７００円とありますが、成果がどのようになっとるのかという説明とですね、今

後の進め方についてちょっとお聞きしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。ただいま質問ありました空き家実態調査の委託料と空き家対策

の基本計画策定の委託料ということの成果ということでございますが、まず調査のほうにつきま

してはですね業者のほうに委託しまして、空き家のほうの実態を調査をしております。その中で

全体的な空き家がですね、上がってきたということでございます。空き家のランクＡからＤまで、

例えばＡはそのまま居住可能な空き家とかですね、１番最後のほうのランクＤというものは、倒

壊または倒壊の恐れがあるという空き家、ＡからＤまでを調査をしております。空き家の総数的

には６７４戸の空き家が調査で判明しておりまして、その中のランクＤの空き家は４６戸あった

ということでございます。これを受けましてこういうですね、空家等対策計画というものの中に

この今の数値は入っておりますけれどもこれを受けましてその空き家を今後どうしていくかとい

うことですので、これにつきましては、令和５年度の当初予算のほうにですね、空き屋の解体に

係る補助事業のほうを予算を計上しておりまして、５０万円３件分の予算を組ませていただいて

おります。まだ現在のところ空き家解体の申請、電話でですね、数件の問合せがあっております

が、実際の解体の申請というのはまだないという状況でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  ５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  はい。大体の説明はですね聞いてますが、ですね今後進めていく上

でですね、なかなか空き家の中にはですね、仏壇があるとかですね難しい問題も諸問題もありま

すんでですね、なかなか町と行政がするのは難しいと思うんですよね。だからですね、そこはで

すね民間と協力してやっていけるとこはやっていかんばんじゃないかなと思います。例えばです

ね、あさぎり商社がありますんで商社内に部門をつくるとかですね、そういう考え方はありませ

んでしょうかね。町長。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 
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●町長（北口 俊朗君）  はい。空き対策につきましてはですね、空き家バンク登録制度を商工観

光課のほうで所管しておりますが、以前担当していた頃にはですね、宅建要するに不動産業者の

方々と協定を結んだ経緯はございます。確かに仏壇とかですね、なかなか動かすのが大変だとい

うことで、なかなか登録が進まなかったという経緯もございますので、そういったところは確か

に以前はそれに対する助成等も考えてきたところなんですけれども、なかなかそれも進まなかっ

たということで今に至ってるわけなんですけれども、ただ空き家バンクを通してですね、やはり

借手と買手のですね、意思が意思といいますか、感覚的に合わない部分が非常にずれてる、ずれ

てる部分があるんじゃないかというのを感じてます。借りる側は、やっぱりすぐにでも住みたい。

貸す側に関してはもうそのままの状態でということになりますとやはり改修が必要であったりと

か、そすと借手側がもう少し古民家風が欲しいと。ただ、そういう要望には沿えない物件であっ

たりとか、そういったものでなかなか貸手借手の希望が沿わないというところで、マッチングが

少なかったというふうに覚えております。そういったものを進めていくということになりますと

ですね非常に人、人的にも予算的にも必要になるかと思いますので、やはりもう少し庁内で検討

を進めてですね、事業を推進していきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ５番、橋本議員。 

○議員（５番 橋本 誠君）  はい。是非ともですね今後はですね空き家はたくさん増えてきます

んで、例えばうちを協力隊なんかの空き家の住む場所なんかもね、設定する場合にですね空き家

があればですねそういうのを利用していくとかですね、そういうことを考えて今後はですね進め

ていただければと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  答弁は。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい分かりました、少しでもですね、空き家が減るような工夫を考えて

いきたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに。９番、山口議員。 

○議員（９番 山口 和幸君）  はい。９番山口です。２点について質問をさせていただきます。

まず１点は、丸池のりゅうきんかの保存についてともう１点は社会福祉協議会の運営の在り方に

ついてということで、２件について説明を求めますが、まず丸池のりゅうきんかの保存管理につ

きましては、また各課、各常任委員会のときにもいろいろ質問があっておりましたが、総括でも

同僚議員から突っ込んだ質疑等があるように伺っておりますので、私のほうでは、課長が答えや

すいような質問だけでしておきたいと思うんでありますが、実は先だってお願いをいたしました。

この５、６年の丸池のりゅうきんかの生育状況といいますか。花が咲いている状況等々をお知ら

せをしていただきたいいうふうに思います。それから社会福祉協議会の運営につきましては、町

長が今回の選挙の折にも触れておられましたが、やっぱそれぞれの自治体の仕事の中心たるもの

やはり地域住民に寄り添って仕事をするのが地方自治体の仕事である旨等々の話をされておりま

したのを聞いておりました。まさに地方自治法の総則にも書いてありますとおり、地方自治体の

仕事はそこだと思います。やはり地域に住む人たちに寄り添うということは非常に大事なことだ

というふうに思います。そういう意味では、事前に町長にもお話をしておきましたとおり、昨年、

社会福祉協議会で発生をいたしております事案。いわゆる生活保護を受けておられる方が亡くな
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られ、本来、葬儀費用を受けられることが受けられなかったという事案がありました。そのこと

のいわゆる顛末をまずは報告願います。その２点です。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  それでは、りゅうきんかの生育状況定ということで、まず写真の

ほうを送信させていただきます。ほぼ同じ時期に撮っております記録の写真になります。左上か

ら令和２年の４月、右が令和３年の４月、下に参りまして令和４年の４月、令和５年の５月とな

っております。令和２年度あたりから特に減少が多く見られまして、県のほうから招きまして指

導をいただきましてその指導に基づきまして対応を行ってきたところです。令和３年度につきま

しては、水が足りないということでさらに取水口を設けまして、令和４年度も株数が減ってきて、

令和５年度につきましては、確認出来たのが１７株ということになりました。１７株ということ

でまずそれを保護しようということで現在は、株をここに寺池に残すもの、また分散して保護す

るものとして現在対応をしているところです。 

◎議長（森岡 勉君）  はい、町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。まず丸池りゅうきんかにつきましてですけれども、やはり今の地

球温暖化の影響が多分に影響してるんじゃないかなというふうに感じております。やはり、この

丸池のりゅうきんかというのは、南限の植物ということで認定されているわけですけれども、や

はりその南限がかなり北へ動いているんじゃないかなというような感じもいたします。これはこ

れから専門家の方に調査に入っていただいてですね、いろいろ御意見をいただくところなんです

けれども。そすともう１件の社会福祉協議会の件につきましてですけれども、私も報告を受けた

話だけですけれども、生活保護受給者の方がお亡くなりになられてその葬儀代を親族の方が立替

えられたということなんですけれども、あさぎり町の社会福祉協議会の職員の判断としては、一

応立替えていただければ、後で多分帰ってくるでしょうというような判断をされたみたいです。

ただ、その時ですねやはり県の福祉事務所の担当者が体調不良ということで、いらっしゃらなか

ったということで、町がそういった対応をしたということで、その後、福祉事務所の担当がそう

いう判断をされたというふうに伺っております。当然、そういう生活保護者の御親族の中にそう

いう立て替える能力がある方がいらっしゃるということは、生活保護受給者にとっては、要する

に保護費に対する援助というふうに受け取られたというふうに聞いておりますので、再度県の担

当者のほうには確認しておりませんので、そういったところも含めて再度、社協と県のほうに確

認をしたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ９番、山口議員。 

○議員（９番 山口 和幸君）  はい。まず、りゅうきんかの件でありますが、これには私たちも

やはり全く責任がないということは言えないって思います。特に町花でもございますし、そうい

う意味では日頃から関心を持って、やはり見ておくべきだったと。ただこういう状況になるとは

夢にも思いませんでしたが、今年、厚生文教常任委員会で見に行った時に課長のほうの配慮で県

立大の一柳先生でしたかね、御同行いただいて詳しく説明をいただきました。そういったことで

少し安心はいたしましたものの、やはりこれに取り組んでいくということになるとですね、やは

り経費ということが出てまいりますので、実は少し期待をしておりましたのは、今回の補正予算
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に少しはその調査費を上げていただくのかな、あるいは必要経費を上げられるのかなと思ってお

りましたが、上がっておりませんでしたので、まだ準備が出来ておらないのかもしれませんが、

やはり先だっても見に行きましたところ、リュックをしょった、そしてカメラ持たれた一柳先生

を見かけましたが、ああやって日頃からいろいろと調査、あるいは管理をしていただいてると思

いますので、そういった面での経費についてですね、課長はどのように考えられて、どの時点で

補正等々の予算計上をなさるのかをお尋ねしておきたいというふうに思います。それから社協の

件につきましては、基本は、保護費、生活保護費は保護法等と読んでみるとまさに生活保護にな

るという人は、その周りにもその人を支援してくれる人がいないということなんですよね。でな

いと当然生活保護の対象にならないと思うんです。だからその生活保護受けている人が亡くなっ

た時に、私が聞いてる範囲では、決して社協の職員の方が意図的にやられたことではないでもな

いと思うんですよ。ただごく素直に、何とか生活保護法でいう葬儀代を負担してくる方法等につ

いては、実は、もし手持ちにある方がいらっしゃれば事前に払っておいていただいて、領収書を

そろえておいていただくと後で支給が出来ますという説明があったというのが、その親族の方の

お話なんですよね。だからもう一度言いますが決して社協の職員の方が悪意を持ってされたこと

でも何でもない、非常に善意をもって対処されたんでありましょうが、そういった行動が、結果

的には福祉事務所の担当の方に打合せした時にもう事前に支払っておくと対象にならないという

返事だったということですよね。だから実際正直なところ申し上げると、そういったことで、昨

年の今時分だったと思うんでありますが、社協の局長さんをはじめ私の家にも来ていただきまし

た。顛末をお話しいただきましたが、そのときにもお話し申し上げたのは、やはりこれは、社協

のやはり誤り。悪気はないけどもやはりそういう方法をとったがために、もらえる保護費をもら

えない事実が発生したということで当時の町長にもお話をして、何とか方法ありませんかという

ことで考えてみますということでそのまま時間が経過してしまったのが事実ですたいね。それで

私なりにも考えましても今回の議会、前６月の議会もそうであります。いろんなことがありまし

たが、やはり職員の方が何ていうかな、法令の遵守は当たり前なんですよね。しかし一方では、

やっぱ積極的に行政を行っていくということも大事だと思います。そういった時に誤りがもしあ

ったとすればですね、それはやっぱり町の責任として、もちろんその職員の人にも責任があれば

責任をとることも必要かもしれませんが、やはりそこは町の職員がやった過ちであればですね、

やっぱ町がそれは背負うということがあっても私はおかしくないというふうな思いを持ちました。

それが特に、社会的に弱い人、そういった人たちのために寄り添うことということであればです

ね、そこはやはり町長としてあるいは社協の会長として、対応していただいたほうがですね、私

は、地域の方々の気持ちに寄り添った行政ができると信じて、信じますので、もう一度、課長の

答弁、町長の答弁をお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい、先生のほうには、あさぎり町の指定文化財の調査員として

今年度から大変お世話になっております。もうとても行政だけでは対応出来ない専門的な分野で

ありまして、本当に御指導御助言をいただいて、本当にもうしょっちゅう見かけるほど丸池のほ

うに行っていただいている状態です。で、お世話になっている中でまた調査に係る費用等の御相
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談もしましたけれども、研究費をもらっての研究の一環であること、そして現在持ってらっしゃ

る備品を活用いただいていることということで現段階では、予算の計上ができるものはありませ

んということでした。ただやはり今後、りゅうきんかをどういうふうに保全していくのかという

ところで、検討委員会等そういった委員会も立ち上げる必要が出てくるのではないかというお話

をいただきまして、そういった場合には当然行政のほうから謝金なり旅費なり、そういった対応

が必要になってくると考えているところです。そういった経費が必要な部分がありましたら、教

育課としてもすぐに予算計上して、議会のほうにお願いをしてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。そうですね要するに国の制度に対して、町の職員の判断ミスとい

うことだろうと思うんですけれども、非常にケース・バイ・ケースがあって、対応は非常に難し

い面があるかと思います。ただ町の職員がその判断ミスしたことで非常に迷惑かけたことに対し

ては事実ですので、そこら辺の対応についてはですねやはり良き方向に向かうように対処しなけ

ればいけないと思います。ただ再度ですねやはり、国の制度ですので、それに曲がったことはち

ょっと厳しいので、再度確認をさせていただいてですね、対処をさせていただきたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ９番、山口議員。 

○議員（９番 山口 和幸君）  はい。課長、町長、どうもありがとうございました。特にりゅう

きんかについてはですね、やっぱり急ぐ案件でもありますので、広く町民の方々のやっぱ協力を

いただけるようにしないと、元に返すということは大変な作業になるかと思いますので、是非教

育委員会のほうでしっかりとした対応をお願いいたします。また町長の社協のことに関しまして

は、とにかく町民の皆さんの信頼がかかっております。そういう意味では、町長の英断を期待し

て質問を終わります。ありがとうございました。 

◎議長（森岡 勉君）  答弁はよろしいですか。質疑の途中でございますけれども、ここで１０分

間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０３分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。質疑。６番、小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  はい、６番小出です。総務課にお尋ねいたします。４５ページ。

目２１庁舎建設、節１２委託料、木材伐採委託料の２９万８,１００円とありますが、これは第２

庁舎に使用する旧上中学校の分収林の伐採でしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。この伐採委託料につきましてはですね、第２庁舎建設するに当

たりまして、電線を移設する必要があります、ありました。それでですね、福祉センター、役場

の北側にございます福祉センターのところに樹木がございまして、それが電線との絡みでですね、

そこを切る必要がございましたのでその委託料ということでございます。 



- 223 - 

◎議長（森岡 勉君）  ６番、小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  はい、それでは第２庁舎について関連することで、当初原木伐採

がですね、１,０００立米。それが不足するということで１,３００立米になったと思うわけです

が、それを令和４年の第１１回の会議の時に１月２７日に開催されたわけですが、一般会計補正

予算で木材運搬委託料で、製材所から仕上げまで９６万３,０００円追加分として計上されていま

す。この件については間違いないでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、木材運搬に係る追加分ということで、その予算は計上させてい

ただいております。その件につきまして繰越し事業ということで、また令和５年度でまだ事業を

しておるといいますか、運搬まで令和５年度、４年度から繰越しでやっておる事業ということで

ございます。 

◎議長（森岡 勉君）  ６番、小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  昨日のですね、公共施設特別委員会の中で、予定数量が１,３５０

立米、それに対して４６０立米が不足するということで８８９立米の説明でした。令和４年の８

月３１日の特別委員会の中で、５ヘクタールで２,０１０立米から選別して、１,３００立米を持

ってくるというようなことで、私たち議会においても現地立ち木を見に行って、桧の７０年生の

立派な桧を見たわけですが、私たちその不足分が、どうしても納得いかない面もあります。であ

れば、４６０立米、不足分の私は運搬賃の減額の修正をすべきではないかというふうに思います

が、その点についてお尋ねいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、今の事業といいますのは、令和４年度の予算で組んだ事業で、

令和５年度まだ継続中でございます。それと伐採につきましてはですね、その分は当然、伐採を

しましたけど運搬をして、その結果、木材の第２庁舎のほうに使えなかったということですので、

伐採から運搬までは、予定どおり行う、行ったということです。ただその材が、切った結果、使

えないということですので、その分が不足するということでございます。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい、１２番です。３点に、３点ほどちょっと質問いたしま

す。１点目は財政関係でございますが、ページ２６、２８、２９においてですね、これは監査意

見書でございますけど、財政力指数等の財政関係についての意見がございましてこれについてで

すね、強化を求めていただくことということで、意見が述べられておりますけど、ただいまの町

のですね財政力指数は、０.２３８であってランキングで調べた時、県下４５市町村の中で３９位

の位置にあります。で、非常に下位のほうにあってですね、非常に財政運営に制約を受けている

というのことが、ここでも見てとれますし、それから新地方公会計制度に基づく財務諸表の公表

が２２年度分までなされておりますけど、これにおいての貸借対照におけます負債総資本比率す

なわち負債の比率がですね、０.４３。それからこれらを踏まえてですね非常に今の財政状況をど

う財政課はとらえてて、監査委員さんが強化に努めていただきたい、もちろん行財政改革をもと

にということでございますけど、その辺についてどういうお考えを今年の実績を踏まえてお持ち
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なのかということが１点でございます。２点目は、給食センターの運営についてでございまして、

これはページ１２３ページにございます。給食調理配送等業務委託料がございますけど、ただい

ま新聞等マスコミ等でも報じられておりますように、給食業者の非常に経営状況が２２年度あた

りの調べにおきましても、６割超がもう業務業績不振ということでありまして、先ほどこれは上

げませんけど広島のある業者においては、経営が行き詰まって事業を停止したという現実がござ

います。これをもとにですね、と給食センターの調理と配送業務委託のですね、今年度の今年度

ですね今年度決算におけるに至る決算報告書、業務報告書の要するに収支に関する報告書はどう

いうもので、今どういう状況なのかということをお尋ねしたいというのが１点でございます。そ

れからもう１点はプラスチックゴミについて、これはページ７６ページのごみ処理費でございま

すけど、昨年からですね、このごみの一括回収を自治体に求める関連法が成立されている中にお

いて、このプラスチックゴミの今の現状をどのようになっているのかということを質問いたしま

すので、ただいま以上３点でございます。よろしくお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。まず、１点目についてお答えします。財政力指数ですと

か、起債の状況とかを地方債に依存した財政運営が行われていることについての認識ということ

ですけれども、まず財政力指数につきましては、財政力指数が低いというような御指摘でござい

ますが、本町におきましては、御指摘のとおり自主財源に乏しく、地方交付税などの依存財源に

頼らない、頼らざるを得ない状況となっておると認識しております。本町今財政力が低い本町に

おいて取り組むべきことは、まず１点目に、町税等の徴収率を引き続き高い水準で維持していく

こと。２点目に、使用料や手数料について、サービスに対する受益者負担の適正化に努めること。

３点目がふるさと寄附金等の新たな財源確保に努めること。４点目が、国県の補助金や有利な起

債の活用など、特定財源の確保に努めること。５点目が選択と集中により予算規模の適正化を図

ること。いうことで、こういったことを取り組んでいかなければならないというふうに認識して

おります。また借金に依存しているのではないかというような御指摘につきましては、地方債に

つきましてはですね、借りることが、すなわち悪いというようなことではありませんで、財政負

担の平準化、世代間負担、世代間負担の公平性の観点から、有効な財源となると考えております。

財政力の低い自治体に対しては、公債費に対する交付税措置も行われており本町においては過疎

債などの措置率の高い活用、高い地方債を活用しております。ただし近年はですね、第２庁舎建

設等の個別施設計画に基づく大型事業に取り組んでいる関係から、公債費の状況、公債費の上昇

が確実な状況というふうになっております。そうなりますとですね、実質公債費比率ですとか、

経常収支比率の悪化が懸念されますので、来年度以降はですね、投資的経費の原点に立ち返りま

して起債枠を設けながら事業を実施しまして、町長の所信表明にもございました未来につながる

健全な財政運営を行ってまいりたいと考えております。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。給食センターの運営についてですけれども、現在３年間の

業務委託ということでプロポーザルをしまして、お願いをしているところです。決算といたしま

しては、現在、業者のほうで人件費、その他費用としまして、被服費と研修費とあと配送業務で
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すのでそれにかかります燃料代等を払って支出をしているところです。と町のほうで材料費、賄

い材料費等は、予算計上して、今回も物価高騰対策分は対応しておりますので、特に現在業務に

支障を来しているということはございません。 

◎議長（森岡 勉君）  中竹町民課長。 

●町民課長（中竹 健次君）  はい。３点目のお尋ねありましたプラスチックの法律が施行されて、

その後、町としての対応はっていうことですけれども、現在資源有価物の分別のほうでですね、

プラスチックについては、ペットボトルしかやってない状況でございます。以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい財政課のほうにつきましてですね、交付税措置になされ

るような地方債を起債を優先的に行うということでございましたけど、標準財政、基準財政需要

額に漏れるような地方債の比率といいますか、一般的には地方債の元利償還における財源として、

交付税その需要額の中に算入出来ないものもあると聞いておりますけど、その比率あたりは分か

りますか。いいです。それから結局今基準財政収入額はですね、おっしゃるように自主財源が少

ないがゆえに留保財源とする比率から考えた時も少なくなるのは当然であって、基準と基準財政

需要額に算入出来ない分に関しては、留保財源で賄うのが大体普通の行政だと思うんですけど、

何せ球磨郡このランキングで見ました時にも球磨人吉が非常に低いんですよね。県北から見ると

さっき言いましたように財政力指数あたりも０．２とか０.１台ぐらいで、県北に行くと１．幾ら

というぐらいで、やっぱり非常に財政力の格差というのを、もう県北は高い、県南は低い。そし

て特にその球磨郡はですね、やっぱり非常に低いようなランキングでございますので、多分留保

財源も、それと一緒で少ない中で公債費を返していくときにですね、需要額に算定されない部分

が結構あるといろいろ読んだところあるんですけど、それは留保財源で賄うということになって

ますけど、それについてはもう賄えるものと賄えないもの、ものの区分というのがあるのかを需

要額に算入できるような有利な起債を地方債を優先にというふうにさっき御答弁なされましたの

で、その辺のところでそれに算入出来ないものもどれぐらいあるのかなというのが、一つ疑問に

沸いたとこでございます。すと、もう続き、続いてですね、給食に対して町が、食材等に対して

は町のほうからということで、業者としての経営的には問題ないということでありますけど、通

常この新聞等で上がっている業者というのは多分食材あたりのことから全てを押しなべて赤字だ

ということだと思うんですけど、それで町が結局その分はもう、結局、補助をするので問題はな

いと言いながらも、町の予算としてですね食材と物価高騰の影響を受けた上昇分というのは以前

の説明はあったのかもしれませんけど、再度そこ辺のところの上昇分と金額等を教えていただき

たいと思います。ごみ処理費に関しましては、去年もこの質問したときになんかもうぼちぼちプ

ラスチックごみのリサイクルも準備が出来そうな話を伺っておりましたので、法律も去年制定さ

れたゆえにもう進んでいるのかなということでお尋ねしたとこでございますけど、今後の見込み

といいますか来年か再来年か、そういう予定はもう大体出来ているのかどうか、再度お尋ねいた

します。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  はい。基準財政需要額というものは、国の計算ございまして、
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人口ですとか、面積ですとか、どれぐらい子供がいるのかとか、道路の延長ですとか、そういっ

た様々な指標を用いてこういった財政、こういった規模の自治体であれば、これぐらいの需要が

あるであろうということで算定した金額が、基準財政需要額で基準財政収入額を引いたのが交付

税として、来るということになるんですけれども、当然例えば町長の公約であるとか、そういっ

た全ての事業がそれでできると実質、実際的にそういうふうにできるというようなことではござ

いませんので、そちらについてはですね先ほど申し上げましたとおり、収入と支出のバランスを

保ちながらですね、健全な財政運営に努めていくということになるかと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい、給食費の給食の賄い材料費ですけれども、物価高騰対策に

おきまして７００万ほど補正をさせていただいております。 

◎議長（森岡 勉君）  中竹町民課長。 

●町民課長（中竹 健次君）  はい。プラスチック分別のですね、町としての今後の取組ですけれ

ども一応ですね、一応ですねっていうか、１０月からですね、モデル地区を５地区選定いたしま

して、旧町村別にですね、そこでまずはですね、ペットボトルのキャップそれとペットボトル等

についてるラベル、それとですね、プラスチックにはですね、２種類ペットボトル、リサイクル

のマークがあるんですけれども、プラスチック容器のですね、プラというマークがありますが、

それを分別の対象にしてですね、まずはモデル地区で１０月から行って翌年の令和６年の４月１

日からはですね、５３行政区、全地区で行いたいと思いますので、まずは試行といたしまして１

０月からそのような取組をさせていただきたいと思っております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  さっき詳しい説明をいただきまして基準財政需要額に入るも

のと入らないもの。で、さっきおっしゃったように町長の政策的な経費となるようなものに関し

ては、その基準財政需要額に入らないということで、その財源をどこに求めるかということでで

すね、大方留保財源あたりも活用されると思うんですけど、その留保財源となるものの基準財政

収入額が非常に少ない当地区と人吉球磨含めてなんですけど、そこにおける財政、今後の財政の

見込み、そして今後公債費比率もですね今のところ交付税も、交付税といいますかの地方債にお

いても、今のところ計画を見ますと暫時下がるようなシミュレーションもございますけど、大き

なプロジェクトがないがゆえですね。だけど今後の扶助費、要するに高齢化に伴う扶助費の増加

とかさっき申しましたように自然災害に対する国土強靱化に伴ういろいろなインフラ等の整備等

が今後見込みがあると思うんですけど、それについて町、あさぎり町、球磨郡全体のそういう財

政の基盤の脆弱さから見たときの町長の政策的経費財源について、どのように捻出されていかれ

るお考えか、町長に伺いたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい、本当に球磨人吉管内っていうのは非常に財政力指数も低く、脆弱

な自治体だとは思いますけれども、ただ要するに単独では出来ない部分に関しましては、広域で

対応したりとかですね、そういった連携というものは非常に強い地域だと思っております。この

地域におきましてもまだ、まだまだくま川鉄道であったり肥薩線であったり、ごみ焼却施設であ
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ったりそういった大きな課題等もございますけれども、そういったのもですねやはり連携して取

り組むべき範囲がまだ広がってくるかもしれませんけれども、そういったところも活用しながら

町、町村の財政を守るというのも方法だと思いますし、当然私の公約等の実現に向けても何らか

の財源を確保しながら、進めていかなければならないところですので、今後やはりまだ行財政改

革でできる部分というものがあると思います。当然、外部委託であったりそして当然組織の見直

しであったり、そういった部分も出てくると思いますので、そういったのを精査しながらですね、

どれだけ余剰を余剰な資金といいますか、留保資金が出てくるかというものを模索していきたい

と思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  すいません、ちょっと先ほど御説明申し上げたところにちょっ

と誤解を招くようなちょっと発言をしてしまったかと思いましたので、ちょっと発言をさせてい

ただきます。まず基準財政需要額といいますのが、各地方公共団体の財源不足を補填することを

目的として交付されるということで、先ほどちょっと私が１例で、町長の公約のものは含まれな

いというような発言をしてしまったかと思うんですけれども、これには使えるこれには使えない

というようなことではなくないということで、あくまで一般財源でありますので、そちらの点に

ついて説明、訂正して御説明させていただきました。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに。８番、豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  はい、８番です。生活福祉課と農林振興課にお尋ねをいたします。

農福連携についてであります。生活福祉課におかれましては、障がい者等にですね、予算も多く

さかれている部分があろうかというふうに思いますけれども、そういったこと等で、自立支援に

つながる自信や生きがいを持って社会参画をしていく農福連携について、お尋ねをしたいと思い

ます。それから農林振興課におきましては、農家の高齢化や担い手不足というようなことで、実

際あさぎり町内におきましてもですね、就労支援の事業所等で、障がい者の方を雇ってですね、

実際農業を行っている現状があります。短時間労働ちゅう面もありますけれども、まず双方にで

すね、現状を把握されているかどうかちょっとお尋ねしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ページは、ページは何かあっとですかね。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  直接的なページはなかったですけど、障がい者自立の関係でです

ね。 

◎議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、農福連携ということで障がい者の方の就労関係というこ

とでよかですかね。生活福祉課のほうでは、障がい者の方々のいろいろな相談支援を行っており

ますがその中で就労という部分においてはですね、事業所につなぐっていう事を行っておりまし

て、相談を受けてアセスメント等を行い、事業所としましてはＡ型事業所、Ｂ型事業所というふ

うに、事業所がありまして、障がいの程度にもよるんですが、その障害の度合いをですね、こち

ら把握しまして、その事業所に就労する前の何ですか、訓練という部分での何ですかね、そうい

う就労の訓練という部分での取り継ぎといいますか、そういう部分を行っております。で、この

特にＡ型事業所におきましては、農作業といいますか、いろいろな選別とかですね、農作物の選
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別とかそういう部分を農家の方から請け負って作業している事業所もあるということでございま

すので、その部分については、直接その障がい者の方と農家の方が契約をするわけではなくて、

この事業所に通所される障がい者の方がこの事業所を通してこの農家の方から請け負っているい

ろいろな作業を行っているというところでございます。また、この事業所と農家の方をつなぐ部

分としまして、熊本県のほうで農福連携コーディネーターというものを設置して、そこのですね、

農家の方と障がい者の方の作業等をですね、つなぐといいますか、そういう部分を事業所を通し

て契約をして行っていらっしゃいますので、農福連携という部分では、県のほうがですね、こう

いうコーディネートを、コーディネーターを設置して事業所を通して行っているというところで

ございます。 

◎議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。農福連携事業につきましてはですね、農業部門からい

うと申しますと高齢化や労働力不足を農作業に対する労働力不足を補う取組ということで、以前

から注目をされてきたというふうに考えています。事例としましてですね、平成の３０年から薬

草合同会社において取り組まれているところです。生活福祉課長のほうからも説明がありました

とおりですね、まずはその取り組みをするにあたっては県とそれから我々の農林振興課ですね。

一応サポート的な形で説明を事業所さん、福祉事業所さんに来ていただいて、そしてこの内容の

説明を説明をしています。それからそれとともにですね、そういった労働力不足ということで、

そういう方々を活用してみたいとおっしゃる農家の方に対してもですね、集まっていただきまし

て、同じく説明会をしながらですね、平成の３０年から３か年につきましては平成の３０年それ

から令和元年、２年までは、行政、我々の農振、農林振興課としてサポートをしてきたというこ

とがあります。それ、それ以降はですね、もう合同会社のほうにお任せをしている状況で、今現

在としては合同会社のほうで、じかにその福祉事業所さんのほうに行かれてですね、説明をされ

て、お願いしますということで、今されているようですが、結局契約としましては、福祉事業所

さんと農家とのやりとりっていう形なります、最終的にはですね。ですので、私たちがやってき

たのはそのマッチング的な部分ということになります。作業の内容ですが三島柴胡の根の洗浄、

それから根切り作業ですね、こちらのほうをやっていただいたというところです。実績としまし

て平成３０年度につきましてはですね、福祉事業所が今ふたつの事業所、これは大まかな数字で

申し上げますが、ふたつの事業所が契約されたと。農家のが、農家さん、それに取り組まれた農

家さんが５件ほどだったということで聞いております。それから３１年度、令和元年度につきま

しては、４事業所さんが参加され、それに対する農家の件数は７件ほどだったと。それから令和

２年度につきましては、同じく４事業所さんが契約され、農家数としましては７件ほどと。これ

はあくまであさぎり町内ではなくて球磨人吉全体ということになりますので、それ以外もですね、

もしかすれば件数的にはあったのかもしれませんが、合同会社のほうで把握されている件数とし

ては、今申し上げたところです。中々今申し上げたとおりですね、広がって今現状も今年の取組

にしても中々その農家さん的には３、４件という話でですね、聞いているところなんですが、な

かなか広がっていってないというような現状もございます。何でかなということもありますが、

中々その福祉方からの思惑とですね農家さんが要求される部分とがなかなか合わない部分もある
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のかなということで考えているところです。 

◎議長（森岡 勉君）  ８番、豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  はい。現状よく分かりました。なかなかですね、障害の程度によ

っても中々作業の程度が難しい部分もあろうかというふうに思います。農家側からすればですね、

まだ何ていうですか、雇い入れる際の中々知識ですね、今の農林振興課長が言われたようにマッ

チングあたりをもちっとすれば、広がるのかなというふうな感じもします。ただ実際は、農業支

援センターに行ってもシルバー人材センターに行っても、人がなかなか見つからないという現状

があります。ですから、こういう話をちょっとしたんですけれども、できることと出来ないこと

があるということでですね、ここら付近を打開、少し打開できるんかなという話になろうかとい

うふうに思いますけれども、今後ですね、農福連携の今後の町の在り方ですね、そこ辺りを今後

どのようにして捉えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。確かに農業に関しては、担い手そして後継者不足ということで深

刻な喫緊の課題となっております。そういったところで、どういった労働力確保に向けて、動く

のかということになりますとやはり先ほどから出てますけれども、やはり元気な高齢者の方の活

動の場でもありますし、そして就労支援そういった障がいのある方の活用の場でもあります。そ

して外国人留学生等の対応も含めてですね、そういったところで労働力の確保に向けて問題解決

に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい。３番難波です。農林振興課に１点お尋ねいたします。７

９ページにですね、農業振興費で、負担金及び交付金がたくさんの項目で出ておりますが、獣害

対策事業補助金ということで、ほかの補助金交付金に比べますと非常に金額は少ないくですね、

ここには記してございます１６万１,０００円ということですね。この獣害に関しましてはもうず

っと同じような問題といいますか、年々獣害対策をしてくださる方たちの高齢化でありますとか

減少でありますとか、そういう問題もあるというふうに課長のですね説明からも聞いております。

で、現在のですね、獣害対策に関して、このまま猟友会とかそういう方たちに依頼をしていくの

か、あるいは民間の警備保障会社とか、そういうところが今、獣害対策にかなり乗り出してきて

おりますが、そういうところにこれまでと違った対策を考えていかれるのか。あるいはもしです

ね、今のままで猟友会などに依頼をされるんであれば、免許取得の費用だけでなくて、道具、銃

とかですね弾とか、非常に高額の金額がかかると町民の方から聞いておりますが、そういうもの

の補助などについて、考えがあるのかお尋ねいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。まず７９ページの獣害対策事業補助金１６万１,０００

円の件なんですが、これにつきましてはですね、説明も申し上げましたが、電気柵等の設置に対

する補助金で、一応３分の１ということで、３件の農家の方から申請が上がっているところです。

こちらについてはですね、町の単独の予算で１件での取組も可能ということでですね、活用をい

ただいているところです。それと岩本議員から獣害対策についての御質問一般質問がございまし
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たが、鳥獣害これだけじゃなくてですね、鳥獣害被害対策防止協議会、そちらのほうではですね、

３戸以上設置のワイヤーメッシュとかですね、そういったその設置に関するもので、１,０００メ

ーターとか、何千メーターに及ぶ場所を囲うというところの事業はそちらのほうで直接国のほう

からですね、県を通して、交付金を受入れてやってるというところです。あと難波議員言われた

ようにですね、今後どうするのかという話なんですが、これ全国的に見てもですね、これに対す

る確固たるその対策っていうのがないんですよね。警備会社とか例えばの話なんでしょうが、そ

ういったことはですね、あんまり事例もありませんし、今のところ私も考えていないところです。

はい。ですので一般質問岩本議員の一般質問の際にもお答えしましたが、まずはどこでもやって

いることなんでしょうが、捕獲隊ですね、を中心とした活動。それともっと重要なのが、一般質

問の答弁のときにもお答えしましたがやっぱり個人個人の意識ですね、餌付けストップっていう

取組があるんですが、それについてちょっともうちょっとこう周知が図られてないなという部分

もありますので、まずはその町が何でもやるんではなくて、それぞれの意識の中で小さなことか

ら取り組んでいただく必要がもっとあるんじゃないかということで考えているところです。もう

１点なんですが、補助の話ですね、そこにつきましては、確かに今受講料とかですねそういった

ものに対する補助をやってますが、例えば銃とか弾とかですね、に対する補助。もちろん捕獲隊

に対しては、弾の補助あたりもですね、協議会のほうから捻出はしているところです。ただその

銃に関する対しての補助というのがですね、それは個人の個人所有のものに対してお世話になる、

それを使って捕獲をいただくという観点から見れば、大変ありがたいことなんですが、それに対

するその補助というのは、現時点では考えていないところです。 

◎議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい、よくお考え分かりました。新しくですね、この農業を始

める方たちの人材に投資する補助金でありますとかそういうものはたくさん計上されておりまし

て、実際でも農業に取り組んでみたものの本当にそういう鳥獣害の被害に遭って萎えてしまうと

いいますか、これから本当続けていけるんだろうかと、そういう声もですね全国的にやはりある

わけですね、新規就農者の方はですね。それからやはりその捕獲隊の方がどんどん減っていく、

もうそういう現実がある中で町ができるところをですね、ポイントを押さえてやっていただけれ

ばという声を私、町民のほうから聞いておりますので、一般質問に関連してということでござい

ますが、質問させていただいた所であります。選択と集中とよく言われますけれども、全国で本

当１７０億以上の鳥獣被害というのが出てると聞いておりますので、あさぎり町は農業を大事に

する町ですので、農業の方をですね守るという意味でも、そして新しく農業をしていく方たちの

意欲をですね、削がないというところを考えてですね、この鳥獣被害対策にも今後取り組んでい

ただければと思いますのでよろしくお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  答弁は。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  そうですねやはり猟友会に有害駆除丸投げっていう形では、被害の減少

にはつながってこないと思います。ですからやはり先ほど課長のほうが言いましたとおり意識付

け。例えば、餌付けにしろ効果的な柵の設置、そういったものが重要になるかと思います。本当

タイムリー、タイムリーといいますか、今朝私の水上の同級生なんですけども、稲刈り前の稲が
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イノシシに走り回られて、無惨な写真が送られてきました。電柵してるんですけど、どこから入

ったか分からないというような内容でしたけれども、そういったところもやはり効果的な設置じ

ゃなかったんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういったものを含めて啓発して

いきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ございますか。１１番、皆越議員。 

○議員（１１番 皆越 てる子さん）  はい。１１番、皆越です。議会運営委員会のですね、委員

長の報告では、極力委員会で質疑をお願いしますというようなことでございましたけども、どう

してもですね、この決算の事業内容を見てみますと、本日になってしまいましたのでよろしくお

願いします。あさぎりのですね、２０２２年の広報４月号を持参してまいりました。で令和４年

度のですね、前町長の施政方針の中には、一隅を照らすということを飛躍と上げて４年度は頑張

るというような文言でございます。で、各部門ごとのですね、主要施策一覧をここに掲げてござ

います。部門ですので、総務部門、窓口部門、農林部門、企画部門、上下水道部門、建設部門、

財政、企画部門、商工観光部門、教育部門というようなことで、それぞれの取組の事業をここに

掲げておられます。これはやはり課長会庁舎挙げての４年度の取組じゃなかったかなと推測する

わけでございます。そこでですね、３点に絞ってお尋ねします。総務部門において行政区の再編

というようなことで掲げておられますが、４年度の会議内容とかお知らせお願いしたいと思いま

す。それとですね農林部門においても荒廃農地へのクヌギの植林というようなことで掲げておら

れますけども、私クヌギの植林のお話は一切なかったというようなことで記憶しております。で、

教育部門においてはですね、公民分館の標準モデル設計とか、一時避難所機能を有する公民分館

の建設というようなことでここに掲げておられますので、４年度の状況を御報告いただきたいと

思います。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、令和４年度の目標といいますか、当初の話で行政区の再編とい

うことでの取組の結果ということかと思います。行政区の再編につきましては主に、上地区、上

校区内のですね、地区について、井上地区、下永里地区あるいは石坂地区、狩所地区、それぞれ

ですね行政区再編の案をお持ちしてそれぞれの地区の意見のほうをお聞きしたところでございま

した。回数につきましてはそれぞれ何回かという資料はございませんが、ある程度総務課と教育

課ともですね、出向きまして話をさせていただいたところです。その中でもう前向きな地区の統

合の話が出たのは、井上区と下永里区はそういう前向きに今後、検討をしていくという話が、出

ておりますがその他の地区につきましては、将来的にはですね、統合は必要と思うが、現時点で

はまだ難しいのではないかというふうな話が出ましたので、話が出ました井上と下永里につきま

してはですね、また今後、お互いの話を進めていくという計画ですけども、その他の石坂、永山、

狩所地区につきましては、先ほどのような話ですので、後は地区のほうの盛り上がりといいます

か合併に対する考え方、そこら付近もまたお聞きしてですね、町のほうも今のところそういう考

えでしたので、そこを無理強いして合併というのはなかなか今のところ難しいのではないかとい

うふうに判断しております。 

◎議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 
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●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。２２年の４月の広報紙の中身は見ておりませんが今手

元にございませんので、ただ荒廃農地にクヌギを植えるというお話はですね、そもそもは荒廃農

地というのが溝口議員のですね、一般質問にも過去にもありましたがセンダンの植栽ということ

から、そういった流れになってきたものというふうに思っております。センダンの植樹をした場

合にですね、それが木材として利用できるのが大体２０年ほどかかります。それに比べてクヌギ

についてはですね、７、８年でものになるということもありましたんで、それとともにですね、

薬草合同会社のほうでクヌギの皮については、あれは薬草になる可能性があると。全てそれの原

料に全部そぐうかどうかはですね、成分等いろいろ調査をしてみないと分からないっていう話で

したが、大体そのクヌギの皮ですね、それについては薬草でもですね、可能性があるということ

でお話がありましたんで、そういったことからクヌギを植栽するというお話ではなかったかとい

うふうに思ってます。現段階ではですね、そういったお話はございましたが、その時のまだ計画

段階っていうかですね、確固たるこれをやるというところまでは全然行ってなくてですね、現在

は６月の一般質問でもございましたが、クヌギではなくてブドウ山椒ですね。はい。そちらのほ

うをやってみたほうがいいんじゃないかと、そちらのほうは３、４年で、４年ほどで、ものにな

る可能性があるということで、お答えをさせていただいたところです。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。公民分館の建設っていうところの４年度の内容ですけれど

も、令和２年度から希望地区が何地区がございまして、結果としては、公民館、公民分館建設と

いうことで進めていくところでしたが、先ほど総務課長からありましたように行政区の再編と統

合を視野に入れた公民分館の建設というお話が出てまいりました。その中で、自己資金の１割に

関する検討等も行ってきたわけですけれども、先ほどありましたように各区の統合するまだ気運

がなかなか高まらなくてその部分がまとまらなかったというところで現在公民分館の建設につい

ては、進んでいないという状況にあるところです。 

◎議長（森岡 勉君）  １１番、皆越議員。 

○議員（１１番 皆越 てる子さん）  はい。行政区の再編については、５年度以降も地区の座談

会を行っていかれるんでしょうか。それとですね、この農林部門のクヌギの植林もですね、まだ

検討中ってある中でですよ、課内でもですよ、重々をお話いただいて、そしてここに載せるべき

じゃなかったかなと今のですね課長の答弁を聞いていてそう感じました。で、このクヌギの植林

というのをここに掲げたらですね、実際行われるのかなあというような感じがしますのでどうか

ですね、この計画に向けてもですよ、もうちょっと課で議論し合ってここに掲載していただきた

いと思います。また教育部門でもですね、一時避難所機能を有する公民分館の建設って書いてあ

りますので、今年はどこかできるのかな、そんな感じがします。ですから、もう少しですねこの、

ここに掲載するまでですよ、もうちょっと課でですね、御検討をお願いして、ここに実際やるぞ

という意気込みのですね、掲載の仕方を私はお願いしたいと思います。一時避難所のこの公民分

館の建設についてもですよ、前町長は、個人負担はないですよ、町の負担だけですよとかってい

う発言も聞いておりますので、やはりそこ辺のところにですね、区の公民分館の建設も遅れてい

るぞという部分もあります。もう少しですね、部門って書いてありますけどもこの課内でですね、
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しっかり議論し合ってここに掲載すべきと思いますが、その点を町長お伺いいたします。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい、確かにですね、もう少し内容をといいますか、検討した上での公

表があるべきだったと。そして私としても言動等には十分注意しながら、政策等についてはお話

をしていきたいと思っております。確かに行政区そして公民分館と、非常に今後も課題が山積し

ておりますので、議員の皆様と一緒になって考えていきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  質疑の途中でございますけれども、ここで休憩いたしたいと思います。午

後は１３時３０分より再開いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。引き続き質疑を続けます。質疑

ありませんか。１番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、お尋ねします。決算審査意見書でございますが、１２ペー

ジでございます。投資的経費でございますが、２年度、３年度、４年度、１２表でございますが、

１８億、１４億、２７億。それ以前の確認をしましたが、平成２９年度からまで確認しますと１

７億、平成３０が１９億、令和元年度が１７億でございます。この今回の意見書の中の１２表で

令和２年度以降。いろんな諸事情があるのは重々承知しておりますが、２７億７,０００万ですね、

投資的経費。その中で単独事業をちょっと見ますと１９億、午前中の議論でもちょっとありまし

たが、単独事業ということで補助事業等がなかなか対応出来ない分野についてはこういった形に

なる。これ議会も含めてですね、最終的に認めたというかその議論してきた結果の最終的な予算

執行の結果はこういうことで結果でございますので、ただこの数字だけ比較したときですね、数

字の比較だけが全てじゃないんですが今言いましたように、少なくともここ５、６年の中で突出

した数字が出てきております。令和５年度もですね繰越し継続で、かなりの数字が恐らく令和５

年の決算も今後出てくる。その点についてまず現時点での町のほうの予算は、結果は結果という

ことで終わるんですが、御認識についてちょっとお伺いをしたいと思います。と、もう１点でご

ざいますが、意見書の最終ページでございます。最終ページの１ページ目ですね、２８ページ最

下段のほう、下から３行目ですね。一般財源が伸長することが望めないことから、臨時財政対策

債などを活用していかない限り云々というのがあります。臨時対策債などを活用していかない限

り財政の硬直化が進み、臨時財政対策債の活用という表現をされていますが、これについて、こ

ういう指摘というか意見が出たことに関しましてですね、財政課の、これ、このことに関しまし

てどういう御判断をされているかをですねちょっとお尋ねしたいと思います。以上２点をお願い

いたします。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  まず１点目の投資的経費が大きくなっているというようなこと
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をどのようにとらえるかというお話ですけれども、投資的経費についてはですね、御指摘のとお

り第２庁舎の建設、それからあさぎり中学校の長寿命化の改修工事と災害復旧工事、復旧事業に

ついてに関しまして大きな伸びを見せているところでございます。で、こちらにつきましてはで

すね、町債に、町債で賄っているところであるんですけれども、令和５年度までは、個別施設計

画の推進のために例外的に償還額を超える起債を行っているところでございます。このことから

公債費は、今後伸びを見せることが確実な状況でございまして実質公債比率と経常収支比率の悪

化が懸念されております。で、午前中の小見田議員のときにもお話ししたんですけれども、令和

６年度以降はですね、起債枠を設けながら投資的経費の原点に立ち返ってですね、事業を実施し

てまいりたいと考えております。次に２点目です。２８ページの今後計上一般財源が伸長するこ

とは望めないことから、臨時財政対策債などを活用していかない限り財政の硬直化が進み経常収

支比率が高くなっていくというようなことについての受け止めということなんですけれども、臨

時財政対策債といいますのは、国が自治体に対する交付税の財源不足に対し対処するために発行

するものでございまして、元利償還金は全額交付税で賄われることとなっておりますので、実質

交付税と同等のものと認識しております。で、こちらにつきましては臨時財政対策債などを活用

していかない限りというような文脈でございますので、監査委員のほうは有利な起債を活用して、

活用するというようなことを、御助言いただいたのかなというふうに受け止めをしております。

以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、ありがとうございました。２点目の臨時財政対策債を活用

というのは、これは、市町村には選択権はないんですよね一言で言いますと。これもう交付税の

振替措置ですから、ですから、ここの意味合いはですね、ちょっと私はこれをこういう指摘を受

けたからといってですよ、町はどういう対応をされるのかなというなことで、全然意味不明とい

うふうに私はとらえてしまったんですが。そこで、議長のこの件についてですね、監査委員にお

尋ねしたいと思うんですよ。この指摘はですね、ちょっと調べましたらこの４年間同じような文

脈で、４回ともここに出てきております。毎年。どういう意味なのかですね、もう私は常々ずっ

と思ってますけど、ちょっと今年はもうお尋ねをせざるを得ないと思いまして、お尋ねをしたい

と思ってるところでございます。あわせてもう１件別途お尋ねして、もう質問しておきます。先

ほどの最初の方の質問ですね。投資的経費、その中で先ほどちょっと課長の御答弁もありました

が、令和４年度あるいは５年度は、要するに特別な年、表現ちょっと違いましたけどそういう年

だからというふうなことでございましたが、特別な年、毎年、毎年が特別な年になってしまいま

すのでそこに俗に言う財政規律というか、そういう枠を枠と申しますか、それをきちんとして当

てはめていくのがですね、財政計画であったりとかですよ、そういうものだと思いますので、そ

ういう意味合いでですね、ちょっと町長おられる前で申し訳ないんすけど町長も新しくなられて

町長の思いを持っておられると思うんですよね。それを実現するためには当然投資が必要になっ

てまいります。ただそこにどの程度どうするかという根拠のある数字をどれだけ持っていけるか、

そういったものをするのが財政計画あるいはいろんな総合計画いろんなものがあるだろうという

ふうに私は認識しております。その中でやっぱりそれぞれ首長の考え方がもう過ぎたこと言って
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もあれなんですけど、ここ２、３年その財政規律、私の言葉で言う財政規律が多少緩んでいた。

が、結果的に先ほどの２７億であると、私はそういうふうに捉えております。一つ一つの事業は

どうこうじゃなくてですね、そういった部分はやっぱり首長だけの責任、責任というかそういう

ことじゃなくて、町全体として当然議会も含めてですけど、そういうことをしていかないと午前

中ちょっと申し上げましたが、今から厳しくなって先ほどの臨時財政対策債はありませんが、臨

時財政対策債は、今後縮小していくわけですからですね、さっき午前中も申し上げました起債残

高の中に臨時財政対策債の残額はだんだん減ってきます。ですから同額であってもですね、臨時

財政対策債が減るということは、起債残高が同額であるということはですね、財政悪化なんです

よ、完全なる。今恐らく４０億ぐらい臨時財政対策債あるんじゃないかなと思いますが、それが

償還されていく１００％の交付税措置で、その結果、同じ例えば１００億の起債残高ということ

は、後年度の財政負担というのは実質増えていってるんですよね。そういうことをきちんと押さ

えていかないと、だからそういう意味でのこの臨時財政対策債の活用なのかよく分かりませんが、

そういうことを踏まえて、で、ここでお尋ねしたいのは１点目のほうに戻りますが、戻りますが、

個別施設、個別施設整備計画、ここ２年ほどはいろんな事業をするときに個別施設計画に基づい

てというような発言を予算説明、事業説明されてこられています。それは当然でございますが、

個別施設計画の見直し、そういったものはですね、どんな、どのように今考えておられるか。８

年、令和８年までの今の期の計画の中を、で、どういうふうな方針をされるか。今、今言いまし

た私は財政的な視点からその見直しをどう考えておられるかについて、それが２点目の質問でご

ざいますので、よろしくお願いします。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  個別施設計画の見直しに関するお尋ねですけれども、個別施設

計画における各事業がですね、施設の所管課で今、実施していくことになり、なっておりますけ

れども、計画策定後にはですね、財政課におきまして進捗状況や課題事項、今後の予定について、

各所属に調査を行いまして状況を把握するとともに、各所管所属と課題を共有して、計画の円滑

な無実行に向けて取り組むこととしております。今年度につきましては計画の中間年ということ

になりますことから、計画の見直しについて取り組む必要があると認識しております。各所管の

施策の状況につきまして、今後調査をいたしまして現時点の課題を共有したいと考えております。

今後も調査を通じて各施設の課題を把握して、財政課からですね、財政面も含めた必要な助言等

を行っていきたいと考えております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  ４番加賀山議員は、監査委員の席で答弁お願いします。はい、加賀山監査

委員。 

●議選監査委員(加賀山 瑞津子さん)  はい、お尋ねがありました臨時財政対策債などという項目

につきましてでございます。（議長より、起立答弁の促しあり）はい、失礼いたしました。臨時

財政対策債などっていう項目につきましてです。１番議員おっしゃられたとおり、これは町のほ

うとしてできる内容ではないという解釈もございますが、私たちみんなで財源について考えると

いう意味で、今までもこの言葉がずっと出されておりましたので、私たちが監査の時にもこの文

言を使っております。ただ、先ほど財政課の課長のほうからも言っていただきましたが、等とい
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う言葉の中に有利な起債を活用して欲しいという意味で使っております。以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、加賀山監査委員にはありがとうございました。これ先ほど

言いましたように４年間ずっと使われてたので、あえて加賀山監査委員の任期中の中でですね、

毎年の言葉でしたのでこれもう今までずっと私は気になってたことでございますが今年度使われ

てたということで確認をさせていただきました。ただ私の考えというか意見は先ほど言いました

とおり臨時財政対策債という言葉をここで使うのは不適当と思います。臨時財政対策債は、起債

という名前がついておりますけど、あれはもうとにかく国の公債費を地方に振替ているだけの話

であって、普通交付税と何ら実質変わらないと私はそういうふうに思ってます。私はですよ。通

常の起債とは全然違うし、町の選択肢はない。そういう性格のものでありますので、あえてここ

で取上げさせていただきました監査委員には大変お世話なりましてありがとうざいます。１点一

つ目のほうのお話に戻らせていただきます。議長ちょっと資料よろしいでしょうか。（はい、許

可します）送らせていただきます。公共施設マネジメントの委員会のですね、すいません、失礼

しました。これは今ちょっと送らせていただきました、令和３年３月２６日の公共施設マネジメ

ント調査委員会の中の個別施設計画の議論の中であったものでございます。この下のスケジュー

ルの下に書いてあります、先ほど課長から御答弁ありましたとおり下の枠の二つ目の四角といい

ますかね、中間年の令和５年度に定期見直しをしって書いてあります。最後の下２行、ただし社

会情勢の変化や国の財政改正などにより大幅な事業計画の変更を余儀なくされる場合は必要に応

じて適宜見直しを行っていくとし、します。特に第５章部分、Ｐ３８から７５、これが具体的な

各施設ごとの計画でございます、この部分が。ここで、これ私が申し上げたいのは、先ほどちょ

っと触れました。この２年間の中でいろんな事業のですね、推進、実際的に事業説明予算説明の

ときですね、個別施設計画に基づきやりますということをおっしゃってます。そのとおりですね。

ただ先ほどちょっと触れました財政状況こうなってきた中あるいはこの個別施設計画の中で、各

施設ごとの事業費、解体費、この時上がってた事業費と実際の設計額、実施額ですね予算額、比

較をそれぞれしていきますと大きな乖離が出ております。そういうことがある中で、それ仕方な

い話なんです今の物価高騰云々ですね、それがある中で個別施設計画だからということで、もう

ちょっと言葉があれですけど思考を停止してですね、それに基づいてやっていくということだけ

で進んでいっていいのかなという疑問が私はあります。今年度はたまたまですね、総合計画とか

いろんな各計画のですね、策定期間を今されております。個別施設計画もですね、今、今何か調

査をされて云々っておっしゃいましたけども、総合計画策定の中で実施計画につながっていく中

で、既に個別施設計画の見直しもですよ、今年度やらなくちゃいけない定期見直しのときなんで

すよね。今から各課に担当課に調査をかけて今から見直しをしていく。総合計画も並行して進ん

でいってるんですよね。何かちょっとこの９月のこのタイミングでどうなのかなという疑問が私

は沸いております。総合計画を統一して全ての計画を横並びというか、整合性をとりましょうと

いうので今度総合計画を今年度引き寄せて策定をしてるんですよね。そこあたりを本当にいろん

な各計画の整合性をとろうとか各課横の連携をきちんととって、町全体の計画ができ上がってい

くのかなというような心配をちょっとだけしております。私一般質問でも触れたと思いますが、
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そういう意味合いでここでちょっと触れさせていただきました。再度お尋ねします。この定期見

直しですよ、総合計画とかそういった他所、他の計画とのですよ、整合性というか調整、そこ辺

りを今、どのようにされているか。企画政策課の管轄になってしまうのかどうか分かりませんけ

ど、その付近をちょっとお尋ねしたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。ただいまの御質問ですけども、今年度ですね総合戦略を

１年前倒しまして総合戦略、総合計画ですね、こちらのほうと一本化するというところで実際今

動いております。他のですね所管の計画につきましてもトータルシステムこちらのほうを活用し

たりとかですね、そういったところで一本化に向けて作業を進めているところでございます。個

別施設計画におきましても、ちょっと私のほうでですね、実際まだ詳しいところ把握しておりま

せんが、担当者レベルでのですね打合せ等は進んでいるものというふうに思っているところでご

ざいます。 

◎議長（森岡 勉君）  加賀山監査委員、自席のほうへお帰りください。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい、個別施設計画につきまして、総合計画と絡みはどうあるのかと考

えますとですね、やはり個別施設計画につきましては、実施計画のローリングによって見直しは

されると思うんですね。総合計画については、大まかな、要するに個別計画を、に基づいて実施

しますということでいいと思うんですね。その中で一つ一つの施設については実施計画で見直し

ていくというような形でもいいんではないかなと私は思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかに質問ありますかね。１３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい、１３番です。前回の続きで教育委員会の町の花、りゅう

きんかですね、これについては指摘をしておきました作業日報、工程作業、日報って言いますか

ね、どういう名前になってるか分かりませんが、多分出来てるんだろうというふうに私は思いま

す。そこで今のりゅうきんかの状況というのはもう写真等で見ましたけれども、もう本当に絶滅

寸前のところまで来てるかなと思っておりますが、議選監査委員にお尋ねをしたいのは、実は行

政監査をですね、しておられるのか、おられないのかそれは分かりませんけれども、こういった

年間を通した委託業務に対しての監査ですね、行政監査。こういったことについてされておられ

れば、どのような事業を抽出され監査されているのか。またそれに対しての指導というのはされ

ているのか。今回改めてそのりゅうきんかの問題がですね、もう町の花でありますんで、非常に

心配をしておりますので、あえて監査委員としてのお考えをお伺いをまずはしたいと思います。

それと総務課にお尋ねしますが、これはページ１０１ページですね。これも監査、監査といいま

すか、審査の中で、消防の報酬の問題が指摘があっておりました。これの引上げについてはやは

り団員確保のために必要ではないかということの質問でありましたが、町長は、上球磨の町村と

協議をしたいという答弁がそこであっておりました。じゃ、この辺は本当に関係町村との均等と

いいますかね、そういうものもあるでしょうから非常に難しい面もあるのかなと思いながら、そ

こでお尋ねするのが、私は、令和３年の１２月の議会で費用弁償の問題を取上げましたが、消防

団員にしてもそうでありますが、今年度の４年度の決算審査の中で４５９万２,０２８円が費用弁

償として消防団員に支払われております。消防団条例を見てみますと、報酬ですね、年額の報酬
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以外に災害及び行方不明者の捜査にに従事した場合は、１回につき２,０００円。それが時間を超

えていくならば、２,０００円をずっと加算をしていくということになっております。ここはです

ね、その部分と費用弁償は多分別に支払われてるんじゃないのかなと私はこの条例から見ると思

いますが、年報酬を払って、そして、その報酬の中に、の枠の中に本来は出動手当ですね、本来

は。それが報酬で払いますと、こういう書き方、こういう書き方というのが果たしていいのかな

と思うんですけれども報酬の二重払いになるんじゃないのかなというふうにも考えますが、その

辺の見解とあわせて、費用弁償が個人に届いているのかどうか。報酬は今個人振り込みになって

おりますが、費用弁償については、部単位の振り込みというふうに聞いております。この辺は団

員個人個人に行き渡っているのかというのは、把握されているのか。２点ですね。そこでもう１

点。もう一遍に聞きますね、３回しか出来ませんので。じゃ、この今あさぎり町は１,１００円で

すね。これはいつ出来たんですかね、決められたでしょうか。私は、私も勘違いしておりまして

ですね、合併前の旧町村の例規集を調べさせていただきましたが、全てが１,７００円でした。あ

さぎり町になってこの金額になったんだろうと思うんですけれども、そうであるならばもう２０

年ですよ。この金額が１,１００円というのは。そして郡内でもですよ、もう下のほうですよ。１,

０００円のところもあるんですが、その次が１,１００円。高いところは、１,５００円、１,６０

０円もあります。非常に報酬等についてはですね、やっぱり関係町村との関係もあるんでなかな

かいじることは出来ないんでしょうけれども、そうであるならばこの費用弁償もですよ、見直し

て少なくとも均等ぐらいといいますかね平均値ぐらいに上げて、消防団等々のですね、活躍にし

っかりと対応してあげるということもこれ必要ではないのかなというふうにも思うんです。３年

の１２月の中では、町長でしたか総務課長は、検討するという答弁でした。検討するというのは

前向きに答弁するということではなかったんで、何もしてないんじゃないのかなと思うんですが、

町長、やっぱりこういったことについてはもう１回前向きにですよ、前向きに検討をする。はい。

でないと報酬をいじられんとだったら、この辺はやっぱりしっかりと平均並みにですよ、あさぎ

りが１番下じゃあんまりかっこ悪いじゃないですか。その辺は少し見直しをしてあげていただき

たいというふうにも思います。その辺を御回答いただきたい。それと今度は教育委員会、先ほど

のりゅうきんかの問題ですが、もうあんまり突っ込んだ質問はいたしません。ただ、今一柳先生

来ていただいてですね、一生懸命になっていただいておりますんで、今までのこの令和２年度、

３年度、４年度、作業日報等々をですよ、全て見ていただいて、どこに問題があったのか。私は

やっぱり精査していただくということは本当に大事ではないのかなと思うんですね。本当に温暖

化のだけの問題なのか。これを同じ時期に撮られている写真を見ても赤茶けて枯れてる部分もあ

ります。そういったところが何でこうなったのか。いろいろ先生に見てもらえば分かると思うん

で、しっかりとオープンにして私は先生の御指導いただいたほうが１番いいんではないのかなと

いうふうにも思いますのでその辺についての御回答。それとあわせてですね、合併前に免田町の

祭りでりゅうきんかの株を販売されてたという話も聞かせていただきました。そうであるならば、

私は買った人が育ててる可能性が私は大だろうと思うんですね。この地域の中で。ですから区長

会等でもですよ、お話いただいて、もしですね買って育てる人たちがおれば、株を将来もっと増

やしていただくこともこれはもう大事ですけれども、あとそれをですね、いずれかは株分けをし
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ていただいて、ここに元に戻すような方法は、私はとったほうが１番手っ取り早いんじゃないの

かなと思いますんで、町内のそういった方々の調査といいますかね、区長さん方にお話すれば、

大体情報はお持ちでしょうから、是非そのような形も一つはとっていただければというふうに思

いますけれども。ですから、あくまでもですよ。盗掘じゃないですからね、これは。盗掘して増

やした、そんな話をするとこれ大変なことになる。やっぱり皆さん方はそういう人たちはあさぎ

り町にはおられんと思う、おられませんから、やっぱり合併以前にそういったことは経緯がある

わけですから、そういうことから考えると大事に大事に育てておられる方もおられるんで、ぜひ

そういう方々から株分けをしていただいて、ここの増殖をどうするかということも一方、先生方

とですね、協議していただきたいというふうに思います。はい、まずそこから、はい。 

◎議長（森岡 勉君）  ４番加賀山議員、監査委員席のほうにお願いします。加賀山監査委員。 

●議選監査委員(加賀山 瑞津子さん)  はい。１番の質問のりゅうきんかの花に関連したところで、

監査でどういう事業監査のほうをしているかということのお尋ねがございましたので、お答えい

たします。主に監査室で毎月例月監査をしておりますが、定期監査の際に指定管理施設、学校、

消防団、水道施設等回っております。その中で現場のほうを見て、問題点の確認をしているとこ

ろでございます。ただりゅうきんかにつきましては、私たちもちょっと抜けていたという形では

ございませんが、今回、何名かの議員の方からも御指摘がありまして大切な町花ではございます

ので、今度の定期監査の際にでも、きちんと回るコースの中に入れてまいりたいと思っておりま

す。また文化財等の補助修復に関しましては、毎月の例月の中にも出てきておりますが、その中

で場所であり、文化財の価値でありという話は、代表監査委員のほうとしながら文化財関係につ

いても、対応しているところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい消防団員の報酬の件ということございました。消防団員はですね、

報酬と費用弁償ということで報酬のほうは前回といいますか、豊永議員のほうからもですね、団

長の報酬の話もございましたけど、年報酬それからこれは、令和４年の３月の８日にですね、条

例の一部を改正しておりまして、報酬につきましては、年報酬と出動報酬を令和４年の３月の８

日の日に一部改正ということでお願いしまして火災とか風水害ですね、また行方不明者の捜索に

出た場合はこれ出動報酬ということで、１回２,０００円ということに変更をしております。それ

までは火災については１,７００円という、もう一律１,７００円ということでございましたけど、

出動報酬、令和４年の３月にお願いしました条例改正によりまして１回２,０００円、それから２

時間を超えればですね、以後２時間ごとに２,０００円を加算していくということで報酬につきま

しては、年の報酬と火災、災害等に出動したときの出動報酬ということに分けております。それ

から先ほど話がありました費用弁償。費用弁償はですね、災害等じゃなくて式典とか訓練とかそ

ういうふうに年末警戒とか防火パレード、そういうときに出ていただいた場合は、１,１００円を

お支払いしておるという状況でございます。で、１,１００円がいつからかっていう質問がですね、

私、ここにおっていつからかっていうのが、なかなか言えない。ずっとほぼ旅費とですね、その

関係で１,１００円に長らく１,１００円というふうには認識をしております。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  総務課長。振り込み状況。山内総務課長。 
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●総務課長（山内 悟君）  はい。報酬等の振り込み状況でございますけど、近頃の新聞等にも出

ておりましたけど、団員の報酬ですね、幹部につきましては個人のほうに支払いをしております。

と、年報酬で一般団員につきましては、部の運営経費そういうものに充てるということで、部の

ほうにお支払いをしております。ただし先ほど説明いたしました火災や行方不明者等に、の時に

ですね、出ていただきました報酬につきましては、個人の口座のほうに振り込みをしておる状況

でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。それでは、まずリュウキンカのどこに問題があってこうい

う状態になってしまったのかと、そういった中で作業日誌を確認しながらということでした。り

ゅうきんかの業務委託のほうでも作業日誌を提出いただいておりますので、今後は、研究しなが

らそういった作業日誌も確認していただきながら、原因を追及したいと思っておりますけども、

やはり最初に先生とお話した時には、周辺の水路の改変、埋立て、集水域の開発、気候変動とい

う中で丸池の生育環境が変化してきたんではないかと。外来種等も言われておりましたけれども

やはり先ほど町長からもありましたように、気象状況によりまして南限がこう上がってきている

というのも一つ大きな要因ではないかなと考えております。先ほど議員からお話がありました２

点目のりゅうきんかの株を確かにたくさんの御家庭で育てていただいていると思います。今後区

長会でもそういったお話をして、株分けをしていただくというのも一つの対応かなと考えている

ところですが、そうした場合に、また課題等も出てくると思いますので、そういったところも整

理をしながらりゅうきんかがまた沢山咲いてくれるように対応をしていきたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい、りゅうきんかにつきましては、平成３年度にやはり丸池は自然

の状態に戻したほうがいいというような指導を受けました。その指導を受けまして、一応、取水

口を設けまして、水がきちんと入るようなことを一応毎日やりました。しかし今回やはりこうい

うような状況になった背景には、やっぱり何かあると。専門家の話では、浸水量が減ったと。そ

れによって地下水の流量が減ったために土の中の温度が上がったのも原因の一つではないかとい

うような御指摘も受けましたので、今現在、土の中に温度計を設置しまして、今継続中でござい

ます。今後そういうものをのデータを基にしながら、今後、りゅうきんかを育てていく場所とし

てどこが１番適しているかというのも、今後専門家の意見を聞きながら取り組んでいきたいとい

うふうに思っておるところです。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  教育長。平成３年とおっしゃったんですけど、令和じゃないですか。 

●教育長（米良 隆夫君）  平成３年度にもっと自然の状態に戻すようなことを取り組むようにと

いうふうに指導を受けたところでございますので、そのあと継続してずっと平成４年度と、令和

です、申し訳ございません。令和です。訂正いたします、令和です。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  議選の監査委員は定期監査でという話でしたが、というのはや

っぱ行政監査というのは実施していないということですかね。私は、行政監査というのは非常に

大事なところで、やっぱり例えば今回の問題にしてもそうですが、委託料でも何百万て出すわけ
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で、それが本当に効果があっているのかどうかというのを見るのが私は行政監査だというふうに

思うんですね。定期監査、そういったものはもう通常の監査であって、視点が違うと思うんです

ね。例月でもそうでしょう。全く違ってくる監査の在り方というのが。ですからあえてそういう

お話をしたわけで、ですから、かなりのいろんな、いろんな事業をやってるんで、やっぱりそれ

を全部やるということは私は不可能だと思います。ですから、１年のうちにどれとどれと抽出し

て、本当にそれだけの効果があってるのかどうかっていう事業をしっかり評価できるような監査

というのが私は行政監査というふうに私自身は思っておりますので、やっぱりもう１回その辺は

お考えをいただいてお金が出てるから、間違いなく何て言いますかね、収入と支出があってるか

らそれでいいという話じゃないもんですから、はい。そこを少し御理解いただいて、しっかりと

お願いをできればなということで今後に期待したいと思います。それ、町長に、から答弁はあっ

ておりませんが、費用弁償の見直し。今のあさぎり町が置かれてる状況というのも十分お分かり

でしょうし、近隣の状況というものもよくお分かりだろうし、その辺から考えたときに、これが

本当にあさぎり町に適した妥当な金額なのかいうことですけれども、その辺を御回答いただきた

いと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。そうですね再度、実態と根拠などを精査してみたいと思います。

その上で判断したいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  加賀山監査委員。 

●議選監査委員(加賀山 瑞津子さん)  はい。溝口議員のほうから監査の効果的、しっかり評価に

つながる監査をしてって欲しい、今後を期待するというお言葉をいただきましたので、残りの期

間精いっぱい頑張っていきたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  １３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  はい。この４年度の決算の中でいろんな指摘があっております

が、まだそれを尾を引いて、今５年度の事業にも影響してる部分があります。前町長と町長の考

え方、また手法というものは、私は若干違うんじゃないのかなと、今就任されてからの様子を見

てみるとそのような受け止め方をしてるわけですが、やっぱり今大きな事業が議会の中で行った

り来たりしながら、非常に本来は、２，３歩すぐ進まにゃいかんことが、半歩しか進まない事業

もですね、あるような気がいたします。それはやはり今までの１年間のこのこと見てみて課長さ

んたちが全て悪いじゃなくてもうそれに私は染まってしまってる部分があるんじゃないのかなと

思って、例えば、本当はしっかりと議会に説明をした上で事業を進めるべきものが、もう何もこ

うこっちででき上がってしもて、予算もついて、もうこればせんばいかんと。これに反対したら、

もう議会が悪もんだと。そういう手法が今まで取られてきて、きたというふうに私は受け止めて

るんですよ。ここの辺の手法は私は職員の皆さんも首長さんも変えていただいて、やっぱり議会

としっかりと向き合って、２元代表制の中でそして議会は議会の意見をしっかり聞いた上で事を

進めていく。私はそういった手法のほうが事は進むんじゃないかなと、うまく。私はそう思いま

す。いろんな形の中で質問が出とったように、公民分館の問題もそうですけれども、私たちは何

も知らない中でどんどん先行って。して、結果とすれば何も全然進まない結果になってしまって
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るんですよね。だけど前回の一般質問で申し上げたように、自分から出ていって、そしてそこで

回答して、その回答が、議会、それからですね、町民に説明して回答して、して戻ってきて、じ

ゃあ議会で検討してくれって、まだ検討することまだなかったわけですけれども。それに今度は

自分の考え方、それに議会に相談したことが通らなかったら、また先ほど言ったように議会が悪

もんと。そういう対立構図をずーっと作ってこられた経緯があります。これでは私は絶対いい町

にはならんと思っています。ですから、今後の方針として今申し上げたようにしっかりと議会と

対話をしながら、協議をしながら、是非、事を進めていっていただきたい。その辺は私は職員に

もしっかりと私は指導していただきたい。そのように思います。それが、今後の町の発展につな

がると思いますんで、是非改めてですね、町の姿勢、町長の姿勢を問うて終わりたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。そうですね、就任してずっと、やはり議会と議会の理解を得てか

ら事を進めるということを私はしてきたつもりです。当然スピード感というものは以前より劣る

かもしれませんけれども、着実に前に進めるためにはやはり議会との同調あるいは同時進行って

いうような形で、進むべきが進むことが町の発展につながると思っておりますので、今後ともこ

のようなやり方で進めていきたいと思いますので、職員の皆さんにも徹底していきたいと思って

おります。 

◎議長（森岡 勉君）  加賀山監査委員は自席のほうへお願いいたします。質疑ありませんね。こ

れで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。こ

れから認定第１号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。

したがって、認定第１号は認定することに決定いたしました。 

◎議長（森岡 勉君）  ここで１０分間休憩します。 

 

休憩 午後２時２１分 

再開 午後２時２９分 

 

◎議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。日程第４、認定第２号令和４年

度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。執行部より補

足の説明はございませんか。ありません。ありませんね。補足説明がありません。これから総括

質疑を行います。質疑ありませんか。ないですね。質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。これから認定第２号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多

数です。したがって、認定第２号は認定することに決定いたしました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第５、認定第３号令和４年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。執行部より補足の説明ありませんか。補足説明ありま

せん。これから、総括質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。

これから認定第３号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多数で
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す。したがって、認定第３号は認定することに決定しました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第６、認定第４号令和４年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。執行部より補足説明ありませんか。補足説明ありません。こ

れから総括質疑を行います。質疑ありませんか。１２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい、１点、質問いたします。ページは１３ページでござい

ます。ここに介護予防日常生活支援総合事業関係の予算が上がっており、予算、決算状況が上が

っておりますけど、訪問介護についてですね、介護関係の現状がですね、非常に新聞紙上等でも

ございますけど人手が不足ということで、訪問介護で社協等がですね、休止をしたり、いろいろ

事業体としても撤退するようなケースもあるようでございますけど、あさぎり町の現状は今どの

ような状況になっているのか、それについてまず伺いたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  林高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（林 敬一君）  はい。確かに介護人材の不足というのは非常に問題でございまし

て課題となっているところでございます。今現在その数字でですね、どれだけということは、ち

ょっと申し上げる資料持っておりませんけども、民間の施設のほうが非常に人材不足ということ

もございまして、社協のほうに社協のほうがその分をカバーしていかなければならないといった

ような状況は、見られておるところでございます。以上です。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  はい今後、高齢者が増えていく場合においてですね施設等、

また医療関係、いろんなところでその施設等にカバー出来ない部分を在宅でというのが地域包括

ケアシステムというふうなことで、今後行われるようになっておりますけど、その在宅において

のこの今、課長から説明いただきましたように、中々介護報酬等の問題とか、そういういろんな

採算のことでですね、利用者を引き受けることが将来出来にくいような状況になろうと思う時に

社協にその分を依存していく可能性が大いにあるんですけど、社協のほうとしましてもその経営

体としてその部分に関して、今のような状況であるならばなかなか受けにくいという状況になっ

た場合にですね、社会福祉協議会に訪問介護に対する予算と補助等をですね、今後付けてその辺

のところをきちっとカバーできるようにする考えがあるのかどうか、これについても社協の理事

長が、である町長にですね、どういう考えか、今後のますます高齢化、団塊の世代が２０２５年

問題がですね、現実的な課題となって、我々の方にのしかかってくると思うんですけど、それに

向けたやはりもうどうしてもその社協の採算に対するやっぱ補填というか、それは何らかの財源

を補助しなければ、それが住民の高齢者がですね、在宅で最後まで我が家で暮らせるような状況

はつくれないと思うんですけど、それについてのお考えを伺いたいと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  林高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（林 敬一君）  はい。今まさにそういった課題も担当課と社協のほうといろいろ

と話をしているとこでございます。具体的に今のところですね、予算的にとか人員的にといった

具体的な話には至っておりませんけども、今後ですね、そういった事態を想定しまして、将来的

には、社協のほうにもっと頑張っていただき、いただかなければならない状況になってくるんで

はないかということで、そういったことも想定しながら、取り組んでいきたいと考えております。
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以上でございます。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。確かに介護の中身につきましてはですね、現在老老介護そして認

認介護という形で、全国的にも非常に問題になっている状況になっております。町としましても

ですね、今、介護ヘルパーの養成講座とかそういった講座も開いておりますし、そういった元気

な高齢者の方が高齢者を面倒見ていただくというような、高齢者が活躍できる場面も今後たくさ

んあるかと思います。ですからそういったことも活用しながらですね、この介護については検討

を続けていきたいと思っております。 

◎議長（森岡 勉君）  １２番、小見田議員。 

○議員（１２番 小見田 和行君）  町長に合わせて、質疑いたしますけどその裏づけとしまして、

いずれその問題は財源だと思うんですけど、やはり在宅でホームケア、ホームヘルパーがこられ

て、独居老人とか老人の２人暮らしとか、かなりの世代ありますですよね。それに向けてやはり

問題を克服には、財源だと思います。それに向けたその財源を裏づけとするような考えというの

は、今はお持ちではないでしょうか。 

◎議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（北口 俊朗君）  はい。今の段階では、どれだけの需要がが需要額が必要なのかというの

をつかめてませんので、今後、そういったものを原課そして社協と協議しながら、考えていきた

いと思います。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかにありませんか。ありませんね。質疑なしと認めます。これで質疑を

終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これから認定

第４号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがっ

て、認定第４号は認定することに決定いたしました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第７、議案第２５号令和４年度あさぎり町水道事業会計欠損金の処理

及び決算の認定についてを議題とします。執行部より補足説明は。補足説明ありません。これか

ら総括質疑を行います。質疑ありませんか。１番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、収益的収入の中に、台風災害の時の水道料金の減免措置、

その分が結果的にマイナス出てると思いますが。先日、その実施要綱等が策定されたというふう

に御説明をいただいております。仮の話でございますが、今後あってほしくないんですが、同様

の災害が発生して今回の要綱がある中で、減免措置の対応をする時にやはり緊急を要するという

視点で災害対応と同時並行でするというそういったやり方を予定をされておるんでありましょう

か。と申しますのが、減免措置水道料の減免するにしてもしないにしても、災害対応、復興等々

が終わって、そこ２、３か月ですね期間が開いてからでもですよ、十分、対応できる要素がある

というふうに私は思っておりますが、ただ、その時点で災害の現状をどう水道事業に関しては対

応するかの問題はあると思いますが、そういうことを含めましてですね、仮定の話でないことを

願う中で仮定の話として、ああいう事態が今後発生したときにですよ、減免措置に対しての事務

処理、事務手続、要するに現場調査等を含めてですね。要するに今回の場合が、それが同時並行

で人手が足らないからその区域を決めて全てを減免する。事後の調査では半数以上が、影響がな
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かったという回答をされてる中でそこも減免対象にしたということですね。これも過ぎた話です

から、今後どうするかですね、その付近をちょっと今現時点でお答えをいただき、お考えをいた

だければと思います。要綱を今度作られましたのでそれに基づいてという、もちろんその前提で

ございますが。 

◎議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい、近頃ですけども減免要綱策定をさせていただきましたが、

先日全協のほうでもですね説明させていただきまして、基本的には風水害、台風ですね、につい

ては、できるだけの調査をしてということで実際具体的にどういった調査をするのかというのは、

なかなかその災害その場その場でですね、どの、どの程度の災害なのかっていうのがありますの

で、ちょっとその辺についてはその場になってみないとちょっと分からないとこあるんですが、

町としてもですね町といいますか上下水道課としましては、まずは復旧を進めるというのが大前

提になっておりますので、その上でその調査方法とか人員とかですね、どれぐらいかかるのか、

そこら辺がまだちょっと不明なもんですから、そこについてはまだなかなか、こういった調査を

しますというようなことは、今の段階では言えないというふうに考えております。ただしできる

限りの調査ですね、聞き取りとかいろいろありますので、考えられますけどもその中でまずは、

ここはもう間違いなく被害を受けているだろうというところを選定しまして、その分について減

免措置を行うと。その後に周囲でですねその近くとか、実際水が出なかったとか、水圧が不足し

ていましたとか、濁り水が出ましたと、そういった状況が把握出来ましたら、そちらにつきまし

ては、申請によって減免を考えていくと。もちろんその際にいろいろ聞き取りとかですね、しな

くてはならないとは思いますが、そういったことで、まずは間違いないといいますか、こちらで

考える狭い狭い範囲といいますか、区域を減免して、その後に被害の影響のあったところを追加

でこちらは申請をしていただいて、減免すべきところについては、減免していくというふうな考

えで今回要綱を制定させていただいております。 

◎議長（森岡 勉君）  ほかにありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。こ

れから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これから、議案第２５号を採

決します。本案は原案どおり認定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがっ

て、議案第２５号は原案可決及び認定することに決定しました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第８、議案第２６号令和４年度あさぎり町下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定についてを議題とします。執行部より補足説明ありませんか。補足説明はありま

せん。これから総括質疑を行います。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めますこれから、議案第

２６号を採決します。本案は原案可決及び認定することに賛成の方は起立願います。起立多数で

す。したがって、議案第２６号は原案可決及び認定することに決定しました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第９、認定第５号令和４年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。補足説明はございませんか。補足説明ありません。これ

から総括質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認めます。これで質疑

を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これから認



- 246 - 

定第５号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したが

って、認定第５号は認定することに決定いたしました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第１０、認定第６号令和４年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。執行部より補足説明ありませんか。補足説明ありませ

ん。これから総括質疑を行います。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これから質疑を終

わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これから認定第

６号を採決します。本案は認定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

認定第６号は認定することに決定しました。 

◎議長（森岡 勉君）  日程第１１、報告第１７号令和４年度決算に基づく健全化判断比率の報告

についてと日程第１２、報告第１８号令和４年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告につ

いてまでを関連がありますので、一括議題とします。執行部からの説明ありますか。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  報告第１７号、令和４年度決算に基づく健全化判断比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく

健全化判断比率をあさぎり町監査委員の財政健全化判断比率等審査意見書をつけて次のとおり報

告します。報告第１８号、令和４年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告について。地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく公

営企業資金不足比率をあさぎり町監査委員の公営企業資金不足比率審査意見書をつけて次のとお

り報告します。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。 

◎議長（森岡 勉君）  伊津野財政課長。 

●財政課長（伊津野 博子さん）  それではまず報告第１７号、令和４年度決算に基づく健全化判

断比率の報告につきまして説明いたします。３ページをお願いいたします。監査委員から提出さ

れました財政健全化判断比率審査意見書となります。下の表を御覧ください。健全化判断比率で、

まず実質赤字比率ですが、これは一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率でござい

ます。国が定めた早期健全化基準は１４.２０％ですが、本町におきましては赤字ではございませ

んので、ここに数字が上がっておりません。次に連結実質赤字比率ですが、これは一般会計ほか、

特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比

率でございます。早期健全化比率は１９.２０％ですが、これも赤字ではございませんので、数値

は上がっておりません。次の実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模に対する比率でありまして、早期健全化比率は、早期健全化基準は２５％で

すが、本町の比率は８.１％ということで、基準内に入っているところでございます。次の将来負

担比率ですが、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でござい

まして、早期健全化基準は３５０％ですが、本町におきましては、将来負担額よりも充当可能財

源のほうが大きいということから、ここに数値は上がっておりません。続きまして、報告第１８

号です。令和４年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告について説明いたします。３ペー

ジをお願いいたします。下の表の資金不足比率ですが、公営企業の資金不足を事業規模である料

金収入と比較したものとなりまして、経営状態の悪化の度合いを示すものでございます。経営健

全化基準は水道事業、下水道事業いずれも２０％となっておりますが、どちらとも赤字ではござ
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いませんのでここに数値は上がっておりません。以上で報告第１７号及び報告第１８号について

説明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認め

ます。これで報告第１７号及び第１８号を終わります。日程第１３、報告第１９号令和４年度株

式会社あさぎり商社の経営状況の報告についてを議題とします。執行部からの説明報告を求めま

す。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  報告第１９号、令和４年度株式会社あさぎり商社の経営状況の報告につ

いて。地方自治法第２４３号の３第２項の規定により、令和４年度株式会社あさぎり商社の経営

状況の報告について別紙のとおり提出します。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げ

ます。 

◎議長（森岡 勉君）  深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。それでは報告第１９号につきまして、令和４年度株式会

社あさぎり商社の経営状況について報告をいたします。３ページをお願いします。はい。貸借対

照表について御説明を申し上げます。左側、科目欄の上から資産の部でございます。流動資産が

４,１６８万３,４９９円。内訳につきましてはその下のそれぞれに示しているとおりになります。

次いで固定資産が９０８万３,３７１円、内訳につきましても、下の示しているとおりでございま

す。資産の部の合計としましては最下段に示しております５,０７６万６,８７０円になります。

続きまして、表右の科目の欄で、負債の部になります。流動負債１,８９１万７,６２７円、内訳

はその下に示しているとおりでございます。中ほどの固定負債につきましては０円、負債の部の

合計は、１,８９１万７,６２７円となります。続きまして、純資産の部になりますが資本金が９

００万円。利益余剰金が２,２８４万９,２４３円を合わせまして純資産の部の合計が３,１８４万

９,２４３円になります。負債純資産の部の合計につきましては、５,０７６万６,８７０円となり

ます。次のページをお願いいたします。損益計算書になります。１番右側の欄を読み上げていき

ます。上から順に、売上高１億４,９５３万５,０８２円。対前年比としましては、２,１７０万５,

８６１円の増。売上げ原価１億３,４４９万６,４２５円。対前年比としましては、２,１９３万５,

８４５円の増。売上げの総利益につきましては、１,５０３万８,６５７円。対前年比としまして

は、２２万９,９８４円の減となります。販売費及び一般管理費につきましては、５,９８６万６,

４５３円。１,５７２万１,５０４円の増。売上げの総利益を差引きますと４,４８２万７,７９６

円の営業損失となります。営業外収益としましては、４,７５１万７,９４６円。これにつきまし

ては補助金、委託料、雑収入となっております。対前年比としましては、１,１２０万１,２５７

円の増となっております。以上の経常利益としましては、２６８万２,５４４円。対前年比として

４,４７５万２３１円の減となっております。税引き前の当期純利益としましては、２６８万２,

５４４円。法人税住民税及び事業税が７２万９,６００円。当期利益としましては１９５万２,９

４４円となります。８ページをお願いします。部門別の資料となります。ふるさと振興分の部と

しまして本社、営業販売、ふるさと納税、ごみ袋、ネット販売、加工場、販路開拓、企画部にプ

ロジェクトマネージャー、特定地域づくり設立準備、地域おこし協力隊と位置づけて、位置づけ

られております。まず、営業販売の全体としましては、１億１,３３６万１,２４１円で、このう



- 248 - 

ちのふるさと納税分につきましては、１億５３６万４,８０７円で、約９０％、９３％がふるさと

納税の売上げとなっております。前年度と比較しますと、１,９６９万９,７８１円の増になって

おります。次にごみ袋につきましては、売上げが７５５万５,２４０円で、前年度と比較しますと

１７万５,１２０円の増となっております。続きまして、ネット販売につきましては、売上げが２,

００１万４,８４８円となっておりまして、前年度と比較しますと、９,０００すいません。失礼

しました。９万４,０４５円の減です。ほぼ前年並みとなっているようでございます。次に加工場

につきましては、売上げが８６０万３,７５３円で、みそ、豆腐、豆腐ハンバーグ、受託加工が主

なもので前年度と比較しました時に、７６万３,５７５円の増となっております。４枠目の左の欄、

丸の１５販売、すいません、販路開拓強化事業助成金５００万円。丸の１６ふるさと納税業務委

託料３,１０９万８,１５９円。指定管理料としまして、指定管理料企画部業務委託としまして１,

０５９万４,３３０円となります。内訳につきましては右の欄に示しているとおり、失礼しました

左の欄に示しているとおりとなります。以上で説明を終わらせていただきます。 

◎議長（森岡 勉君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認め

ます。これで報告第１９号を終わります。日程第１４、報告第２０号権利の放棄についてを議題

とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（北口 俊朗君）  報告第２０号、権利の放棄について提案いたします。次のとおり権利を

放棄したので報告します。提案理由を申し上げます。権利の放棄について、あさぎり町債権管理

条例第８条の規定により、議会に報告する必要があるためです。詳細につきましては、担当課長

より説明申し上げます。 

◎議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは報告第２０号について説明をさせていただきま

す。まず１番、権利の内容、水道料金債権でございます。次に２、放棄する債権額等、件数が４

件、金額として１３万４,１７１円となります。３の放棄の理由につきましては、あさぎり町債権

管理条例第７条第１項及び第５号の規定により債権者が著しい生活困窮状態また会社の実態がな

く滞納者、滞納処分できる財産がないため、債権回収が著しく困難、不能であると認められたも

のでございます。４の放棄の時期としましては、案件放棄決裁の日となっております。以上で説

明を終わります。 

◎議長（森岡 勉君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認め

ます。これで報告第２０号を終わります。日程第１５、発議第１号あさぎり町議会議員の議員報

酬等の減額、支給停止及び支給に関する条例の制定についてを議題とします。本案についての提

出者の趣旨の説明を求めます。１３番、溝口議員。 

○議員（１３番 溝口 峰男君）  発議１号、令和５年９月１５日、あさぎり町議会議長 森岡勉

様。提出者 あさぎり町議会議員 溝口峰男、賛成者 あさぎり町議会議員 山口和幸。あさぎ

り町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に関する条例の制定について。上記の議

案を別紙のとおり会議規則第１０条第２項の規定により提出いたします。提案理由を説明いたし

ます。疾病その他の理由により長期間、町議会の会議を欠席することを余儀なくされた議員が、

議員報酬や期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄附行為に該当する
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ため禁止されている。また、このような場合における議員報酬の支給等の在り方について規定し

た法律等も制定されていないことから、議員が疾病等の事由により長期欠席することとなった場

合の議員報酬及び期末手当の減額を行う条例を新たに制定するものです。裏面をお願いいたしま

す。あさぎり町議会議員の議員報酬等の減額、支給停止及び不支給に関する条例。趣旨でござい

ますが、第１条、この条例は、議員の職責及び議会に対する町民の信頼の確保に鑑み、あさぎり

町議会議員以下議員と言うが、療養等の事由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場

合または議会への町民の信頼に反し、議員としての職責を果たせない場合における当該議員の議

員報酬及び期末手当の支給について、あさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例、平成１５年あさぎり町条例第３６号、以下、議員報酬条例というの特例を定める

ものとする。定義でありますが、第２条に次のように３項目をあげております。次に、議員報酬

の減額でありますが、第３条です。議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条

例第２条の規定により支給されるべき議員報酬の額に町議会の会議を欠席した日から町議会の会

議に出席した日の前日までの期間、以下長期欠席の期間というに応じて、次の表に定める支給割

合を乗じて得た額とする。長期欠席の期間であります。９０日を超え１８０日以下であるときは、

支給割合１００分の８０。１８０日を超え３６５日以下であるとき、１００分の７０。３６５日

を超えるとき、１００分の５０であります。次に、期末手当の減額についてでございますが、第

４条です。そして次には、適用除外として第５条に書いておりますが、５つの項目をあげており

まして、欠席した日が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該欠席をした日を長期欠席の

期間に含めないものとするということで、１に公務上の災害により欠席をした日、２番目に議員

が出産により欠席をした日、３番目に議員が育児により欠席をした日、４番目に感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律第１８条第１項に規定する患者または無症状病原体保

有者、（５）でございますが、災害その他、議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上

の災害等に準ずると認めるものとしております。議員報酬の支給停止につきましては第６条に、

期末手当の支給停止につきましては第７条に、停止されていた議員報酬及び期末手当の支給につ

いては第８条に、停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給については第９条に、減額支給

停止及び不支給の効力でありますが第１０条に記載してあります。附則、この条例は公布の日か

ら施行する。以上であります。 

◎議長（森岡 勉君）  趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありません

か。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。溝口議員は自席のほうへお願いいたします。

これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから、発議第１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。起立多数です。したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

◎議長（森岡 勉君）  お諮りします。本会議で議決の結果生じた条項字句数字その他整理を要す

るものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。異議なし

と認めます。したがって、条項、字句、数字その他整理を議長に委任することに決定いたしまし

た。これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和５年度あさぎり町議会第６回

会議を閉会します。 
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●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

午後３時１１分  閉 会 

 

 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名す

る。 

 

令和 ５ 年 １１ 月 ２４ 日 

 

議   長  森 岡    勉 

 

署名議員  橋 本   誠 

 

署名議員  小 出 高 明 


